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筑波技術大学 

Ⅰ 法人の特徴 

 

大学の基本的な目標（中期目標前文） 

国立大学法人筑波技術大学（以下「本学」という。）は，聴覚・視覚障害者を対象と

する我が国唯一の高等教育機関として，今日の知識基盤社会に対応するため，個々の学

生の障害特性に配慮した教育を通じて，幅広い教養と専門的，応用的能力を持つ専門職

業人を養成し，両障害者が社会的自立を果たし，自ら障害を持つリーダーとして社会貢

献できる人材の育成を図るとともに，新しい教育方法の研究と実践を通して国内外の障

害者教育及び職業自立の発展に資することを基本的な目標とする。 

この基本的な目標を踏まえ，高等教育の内容に関わる各専門分野の研究の推進を図る

とともに，最新の科学技術を利用して聴覚・視覚の障害を補償する教育方法やシステム

等を開発し，情報授受のバリアのない教育環境の構築に努める。 

また，聴覚・視覚障害学生を受け入れている他大学等に対する支援，聴覚・視覚特別

支援学校等との高大連携，留学生支援を含めた海外の高等教育機関との障害者に係る教

育研究に関する国際交流活動等を推進する。 

さらに，東洋医学と西洋医学を統合した教育研究を推進するとともに，特色ある医療

活動を通じて地域医療に貢献する。 

本学は，これらの目標をより高いレベルで達成していくために，大学院の充実を図る

とともに，理療科教員養成課程等の設置を視野に教育研究を充実する。 

 

１ 聴覚・視覚障害者のための学部及び大学院教育 

本学は聴覚・視覚障害者のための高等教育機関として，産業技術学部と保健科学部の

２学部，大学院修士課程技術科学研究科，障害者高等教育研究支援センターで構成され

ている。 

産業技術学部（聴覚障害者を対象）は，産業情報学科と総合デザイン学科で構成され，

「情報処理，ものづくり，生活環境創り」を通して専門職業人を養成している。 

保健科学部（視覚障害者を対象）は，保健学科（鍼灸学専攻，理学療法学専攻）と情

報システム学科で構成され，「鍼灸手技，理学療法，情報技術」を通して専門職業人を養

成している。 

大学院技術科学研究科は３専攻からなる修士課程である。産業技術学専攻（情報科学

コース，システム工学コース，総合デザインコース），保健科学専攻（鍼灸学コース，理

学療法学コース，情報システム学コース），情報アクセシビリティ専攻（障害者支援：聴

覚障害コース，障害者支援：視覚障害コース，手話教育コース）から構成されている。 
障害者高等教育研究支援センターは，教養教育，聴覚・視覚障害者に対する教育方法

の開発，聴覚・視覚に障害のある学生が在学する他大学等への助言や支援などを行って

おり，技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻は，当センターを基盤に開設された。 
 

２ 聴覚・視覚障害に関する専門技術及び支援技術に関する研究 
産業技術学部では，「聴覚障害者の能動的音聴取支援」「データ工学的アプローチによ

る情報保障」「聴覚障害学生のコミュニケーション支援」「障害児の入所施設の建築計画」

など，産業技術を障害者教育，障害者支援，障害者福祉に応用した研究が特色である。 
保健科学部では，「鍼・灸・あん摩・マッサージ療法における臨床的，生理学的研究」

「障害者のリハビリテーション」「視覚障害者のための情報アクセス」など，東洋医学を

統合した保健科学的研究，視覚障害者に対する障害補償システム，情報保障・教育支援

システムに関する研究を実施し，国際的に発信している。 
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筑波技術大学 

障害者高等教育研究支援センターでは，「情報保障（文字通訳，手話通訳）の質的向上」

「モバイル型遠隔情報保障システムの開発」「障害学生支援のグローバル連携体制構築」

「障害者に対する学習資料保障」などの研究を実施し，障害のある学生の教育に関する

支援技術等の開発に大いに貢献している。 
 

３ 聴覚・視覚障害に関する社会連携・国際連携及び地域貢献 

障害者高等教育研究支援センターは，平成 22 年度から文部科学省により「障害者高等

教育拠点」の認定を受けて，教育コンテンツの開発と提供，聴覚・視覚障害学生に対す

る支援技術の提供，パソコンノートテイカーの養成，FD・SD 研修会など，全国の大学

で学ぶ聴覚・視覚障害学生及び障害者教育に関わる教職員を対象に支援を行っている。 
日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）は，全国の大学で学ぶ

聴覚障害学生の支援のために，本学を中心に 23 大学・機関の協力により運営している。

毎年 200 件以上の相談に対応し，聴覚障害学生を支援コンテンツの提供，情報保障技術

提供等を通じて，障害学生の学修支援，生活の質向上に寄与している。平成 25 年度には，

それら社会的貢献が評価され，バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰の

内閣総理大臣表彰を受賞した。 
米国，中国，韓国など 16 の大学や教育機関と国際交流協定を締結し，海外の学生・研

究者との交流を促進することにより，国際交流・グローバル人材育成を推進している。 
保健科学部附属東西医学統合医療センターは，東洋医学（漢方・鍼灸）と西洋医学の

治療を効果的に統合して提供できる診療・施術施設であり，医師による診療，はり・き

ゅう・あん摩マッサージ指圧治療，リハビリテーション外来等にて地域医療に貢献して

いる。鍼灸師・あん摩マッサージ師を養成する唯一の高等教育機関として人材育成，臨

床研究を行い，さらに理療科教員養成課程等の設置に向けた取組みを関係機関と調整中

である。 
 

[個性の伸長に向けた取組] 
・学際的に新領域である「情報保障学」の教育・研究を行う技術科学研究科情報アクセシ

ビリティ専攻を平成 26 年４月に開設し，障害者支援の中核的な役割を担いうる高度専門

職業人を育成している。 
（関連する中期計画）計画２－１－１－１，計画１－２－１－１ 

 

・教育関係共同利用拠点（障害者高等教育拠点）として，日本聴覚障害学生高等教育支援

ネットワークを拡充させ，他大学に学ぶ聴覚障害学生の修学支援等を開催し，大学の目的

に沿った社会貢献を実施している。 
（関連する中期計画）計画３－１－１－４ 

 
・本学の特色である少人数教育とアカデミック・アドバイザー制度を導入し，個々の学生

の勉学状況を的確に把握し，学修の助言や生活全般に及ぶ相談・支援等，きめ細かな指導

を行っている。  

（関連する中期計画）計画１－４－１－１ 

 
[東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等] 

本学は甚大な被害はなかったが，両キャンパスのほぼ全建物で敷地・階段・渡り廊下・

ジョイント等に段差が発生し，段差復旧工事，内・外壁クラック補修を実施した。また，

敷地内道路・駐車場・中庭・発光点字ブロック等に亀裂・段差が発生し，復旧工事を実施

した。Ｌ型側溝及びマンホールの復旧，ボイラー煙道落下などの復旧も行った。 
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震災復興予算にて，講堂天井耐震改修，体育館天井照明落下防止工事，プール棟照明

落下防止工事を実施した。 

東北地区の大学で学ぶ聴覚障害学生に対して PEPNet-Japan 連携大学・機関の協

力のもと，本学開発の「モバイル型遠隔情報保障支援システム」を用いて遠隔支援を

提供した。 
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筑波技術大学 教育 

Ⅱ 中期目標ごとの自己評価 
 

１ 教育に関する目標(大項目) 
 

(１)中項目１「教育内容及び教育の成果等に関する目標」の達成状況分析 
 
  ①小項目の分析 

○小項目１「アドミッション・ポリシーに基づいて，学生の受入れを推進する。」の

分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－１－１－１「アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜を実現するた

めの具体的方策 
アドミッション・ポリシーに基づいた，学生の受入れを推進するため，適切か

つ広範な広報活動を実施し，入学者募集基準や教育内容の周知を図る。」に係

る状況 
 

アドミッション・ポリシーに基づいた学生受入れの推進や入学者募集基準，教育

内容の周知のため，オープンキャンパス，大学説明会，全国各地でのミニ説明会，

公開授業など，広範な広報活動を実施している。（資料１，２） 

産業技術学部では，平成 24年度から全国ろうあ者大会に本学ブースを出展し，

聴覚障害者，特別支援学校教員 等 へ広報活動を行っている。平成 26年度からは

高大連携プロジェクトを立ち上げ，出前授業，TV会議システムを用いた３D-CAD，

アメリカ手話などの遠隔講義を複数の特別支援学校に対して実施し，本学の情報

保障，教育環境，教育内容を体験してもらった。また，平成 24 年度から推薦入

学試験合格者への入学前通信教育を行い，平成 26 年度からは個別学力検査合格

者へも拡大して実施した。 

保健科学部では，平成 26 年度には関東甲信越地区盲学校・養成施設が開催す

る進路指導協議会の定期総会・第１回研究協議会に参加して，教育内容や進路状

況などの広報活動を行った。 

 

資料１ 広報活動実施状況（産業技術学部） 

年度 22 23 24 25 26 27 

オープンキャンパス １回 １回 １回 １回 １回 １回 

大学説明会 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

ミニ説明会 14回 14回 14回 19回 10回 11回 

公開授業 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

資料２ 広報活動実施状況（保健科学部） 

年度 22 23 24 25 26 27 

オープンキャンパス ３回 ４回 ５回 ５回 ５回 ５回 

大学説明会 ４回 ４回 ６回 ６回 ６回 ６回 

ミニ説明会   - ９回 ３回 ７回 

公開授業 1回  -    

進路ガイダンス ４回 ５回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

 

－4－ 



筑波技術大学 教育 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・オープンキャンパス，大学説明会，進学ガイダンス，入試相談会，公開授業等

の広報活動を実施し，受験生，保護者に対して大学の教育内容をよりわかりや

すく示している。 

・産業技術学部では，入学試験合格者向けの入学前通信教育を実施している。 

 

○小項目２「本学の特性を踏まえ，体系的な授業内容を提供，授業内容や特性に合

致した授業形態，指導法等を行うとともに，成績評価基準を明確にし，学生の質

保証に努める。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－１－２－１「教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策 
教養教育，専門基礎教育，専門教育を関連させ，一貫性のある教育課程を編成

する。」に係る状況 
 

学生が修得する知識，技術，能力等と科目間の関係を明確化し，連携を強化す

ることを目的としたカリキュラムの体系化を行い，保健科学部は平成 22年度，産

業技術学部は平成 23年度に新カリキュラムを導入した（資料３）。両学部とも教

養教育，専門基礎教育，専門教育の関連を強め，学生の志望にも柔軟に対応した

領域配属を実現させるため，毎年度，カリキュラムの部分的な見直しを実施して

いる。 

 

資料３ 平成 23 年度からの新カリキュラムの概要（産業技術学部） 

【～平成 22 年度】 

1学年の入学定員 50 名に対し，産業情報学科は 7コース，総合デザイン学科は 3コース（各

コースの定員は 5 名）の専門コースを設定し，2 年次進級時に希望と成績により各コースに配

属される。各コースに 4～5名の教員を配置し，少人数単位での教育を行ってきた。 

 

【平成 23年度～平成 27年度】 

学問分野の特性を踏まえ，産業情報学科を情報科学専攻（定員 20名）とシステム工学専攻（定

員 15名）に分けた。情報科学専攻は，幅広い情報科学の学問分野の中から個々の学生の意欲と

卒業後の進路希望に対して柔軟に選択科目を選び，履修計画が立てられる履修モデル制とした。

システム工学専攻は，機械工学と建築工学の専門性を明確にするために 2 領域制とした。2 年

次進級時にそれぞれの領域への配属を 5～9名とし，学生の希望に対して柔軟に対応できるよう

にした。 

総合デザイン学科は，3 領域制とし，相互に科目を共有しながら柔軟な科目選択を可能にし

た。2年次進級時にそれぞれの領域への配属人数を 3～7名とし，学生の希望に対して柔軟に対

応できるようにした。 
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【平成 28年度～】※平成 27年度に改訂 

教養教育系科目及び教職科目の時間割を全学年全学期通じて週 4 コマに集中させ，4 年間の

中で柔軟にかつ計画的に受講できるように改訂した。これにより個々の学生の興味と学修状況

に応じて柔軟に教養教育系科目が履修できるようになった他，各学科・専攻の専門科目のカリ

キュラム編成も柔軟に対応できるようになった。 

これを受けて，情報科学専攻では履修モデルを大幅に見直し，卒業後の職種を明確にした 3

つのモデル（ソフトウェアシステム，ハードウェア，データ処理）とした。  

 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・両学部とも新カリキュラムに合わせたコース編成や履修モデルを設定しての検

討を行い，入学時から卒業時までの学習到達の目標別履修を積極的に支援して

いる。 
 
計画１－１－２－２「適切な成績評価等の実施に関する具体的方策 

すべての授業について明確な成績評価基準を策定する。また，適切な質の評価

と保証を図るため，成績評価グレードポイント（GPA）制の導入を検討し，学生

に公表し，努力を促す。」に係る状況 

 

平成 22 年度よりシラバスをウェブサイトに公開し，平成 23年度から科目の

到達目標，項目別学習目標，授業計画，成績評価方法などの項目を加え，シラ

バスの内容を充実させた。平成 25年度からは観点別評価項目の明記をしたこと

で，全授業について明確な成績評価基準を策定した（資料４）。 

適切な質の評価と保証を行うため，平成 25年度に成績評価グレードポイント

(GPA)制を導入した。GPA制導入に合わせて成績評価を従来の４段階から５段階

に変え，より厳格な成績評価を行えるようにした（資料５）。GPA の算出方法，

活用方法（授業料免除，進路選択等）についてはオリエンテーション等で学生

に説明し，学修への努力を促した。 

 

 

電
子
工
学

情
報
工
学

機
械
工
学

建
築
工
学

環
境
デ
ザ
イ
ン

製
品
デ
ザ
イ
ン

視
覚
伝
達
デ
ザ
イ
ン

卒業研究 卒業研究 卒業研究

専門基礎教育科目
（学科共通科目）

専門基礎教育科目
（学科共通科目）

教養教育系科目（学部共通科目）

産業情報学科 総合デザイン学科

情報科学専攻 システム工学専攻

１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次
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資料４ 観点別評価項目（例：修学基礎Ａシラバス）（出典：本学ホームページ） 

 

資料５ 成績評価とＧＰ（出典：国立大学法人筑波技術大学におけるＧＰＡ制度取扱要項） 

区分 評価 評点 ＧＰ 評価基準 

合格 

Ａ＋ １００～９０点 4.0 特に優れた成績 

Ａ ８９～８０点 3.0 優れた成績 

Ｂ ７９～７０点 2.0 妥当と認められる成績 

Ｃ ６９～６０点 1.0 合格と認められる最低限の成績 

不合格 Ｄ ５９～０点 0.0 合格と認められる最低限の成績に達していない 

 

（実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・授業科目ごとの成績評価方法，成績評価基準をシラバスに明記し，学生に周知

するとともに，本学ウェブサイトで公開している。 

・成績評価グレードポイント（GPA）制を導入し，学修への努力を促した。 

 

○小項目３「聴覚・視覚障害を補償した教育を通じて，生涯にわたって学修するた

めの基本的素養を身につけさせるとともに，技術の高度化，専門化などに基づく

社会的ニーズに柔軟に対応できる専門的知識・技術とその応用能力を育成し，各

専門分野において聴覚・視覚障害者のリーダーとして社会に参画・貢献できる専

門職業人を養成する。」の分析 
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   関連する中期計画の分析 
計画１－１－３－１「教養教育の成果に関する具体的方策 

幅広く深い教養及び総合的な判断力，生涯にわたって学修し，社会人として活

躍しうる基本的素養を身につけるために必要な総合教養教育科目，主題別教養

科目に加え，必要により専門基礎教養科目を開設する。また，障害関係科目に

より障害を理解させ，その克服を促すとともに，障害補償演習や言語・情報関

係教育及び国際交流を通して，情報化，国際化の進展に対応できるコミュニケ

ーション・スキルを高める。」に係る状況 

 

平成 23 年度からは，選択科目を増やして学生のニーズに応じた選択を可能に

し，学生の障害理解促進のため障害関係教育科目の１科目を必修にした。平成

25年度入学者から初年度教育の充実や大学生活をスムーズに過ごすため「修学

基礎 A」（資料６）を開設した。その中で社会人基礎力の養成を目的として，外

部講師を招聘した授業を実施した。 

保健科学部では，医療人を目指す学生の臨床に必要なコミュニケーション能

力を高めるため，平成 22年度に「接患・接遇法」の授業科目を開設した。 

平成 26 年度からは，国際化に対応するコミュニケーション能力向上に向けて

英語母語講師による英会話サロンや TOEIC講座を開講した（資料７）。視覚障害

系においては TOEIC受験を推進し，視覚障害者用 TOEIC受験教材の作成と指導

にて受講学生の TOEIC スコアが平均 230点上昇した（資料８）。なお，TOEICは

写真付き問題が多く視覚障害者が受験しにくいため，全盲学生でも受験できる

よう本学教員が TOEIC 協会に交渉し，本学だけでなく全国の会場でも点字版受

験が試行的に可能になった。 

 

資料６ 修学基礎Ａシラバス（産業技術学部）（出典：本学ホームページ） 
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資料７ 英語サロン・TOEIC講座の参加者数 

 平成 26年度 平成 27年度 

英語サロン（聴覚障害系） 81名 33名 

TOEIC講座（聴覚障害系） 33名 32名 

英会話サロン（視覚障害系） 94名 161名 

TOEIC（視覚障害系） 31名 17名 

 

資料８ TOEICスコア（視覚障害系） 

 平成 26年度 平成 27年度 

第１回 274 419 

第２回 310 625 

スコア平均 292 522 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・医療人を目指す学生のコミュニケーション能力を高めるため，新たに「接患・

接遇法」の授業科目を開設するなど，教育内容を充実させている。 
・英会話サロン，留学準備講座，TOEIC 受験講座などを開設し，スコア向上に

寄与している。 
・TOEIC 受験の特別措置に係る取組を実施し，視覚障害学生の点字版受験を実

現させた。 
 

計画１－１－３－２「専門教育の成果に関する具体的方策 

各専門分野の技術の高度化，専門化に柔軟に対応できる専門的知識・技術とそ

の応用能力を育成するとともに，社会に積極的に参画・貢献できる専門職業人

を養成するため，専門領域の特性に基づき，１年次からの専門教育の導入や，

個々の学生の適性や目標に応じた学修プログラムに対応できるように，幾つか

の専攻やコース，履修モデルを作成する。」に係る状況 

   

産業技術学部では，平成 23 年度に新カリキュラムの導入時，専門領域，履修

モデルを設定し，個々の学生の適性や目標に応じた学修プログラムに対応できる

ようにした。専門領域は学生を各領域に配属し系統的に専門性を身に付けるため

のものであり，履修モデルは幅広い選択科目の中から個々の学生の志望に応じた

科目履修例を示すものである（資料９）。保健科学部では，情報システム学科で５

つの履修コースモデルを設定している（資料 10）。 

平成 25 年度入学者から教養教育系科目「修学基礎 B」（資料 11）の中で，各専

門教育の履修モデルを理解促進させ，２年次以降の専門教育への橋渡しとして，

各専門領域分野に共通する知識を修得させている。 

聴覚・視覚障害学生が，積極的に社会に参画・貢献できるよう，社会が求めて

いる技術の高度化・複合化に対応できる専門教育を行っている。事例として，平

成 27 年度，保健科学部４年次生が自作ゲームで，LIFE2015（第 15 回日本生活支

援工学会大会，福祉工学シンポジウム 2105，第 31回ライフサポート学会）におい

て，若手プレゼンテーション賞，バリアフリーシステム開発財団奨励賞を受賞し

た。（別添資料１） 
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資料９ 産業技術学部の専門領域及び履修モデル（平成 23年度～） 

学科 専攻 専門領域 履修モデル 

産業情報学科 情報科学専攻 情報科学 情報システム(*) 

コンピュータ科学(*) 

情報通信(*) 

電子システム(*) 

システム工学専攻 機械工学 

建築工学 

 

総合デザイン学科  環境デザイン学 

製品デザイン学 

視覚伝達デザイン学 

 

*卒業後の職種を明確にした３つの履修モデル（ソフトウェアシステム，ハードウェア，デ

ータ処理）に平成 27 年度に改訂，平成 28年度より実施。 

 

資料 10 保健科学部履修モデル 

 

－10－ 



筑波技術大学 教育 

資料 11 修学基礎Ｂシラバス（保健科学部）（出典：本学ホームページ） 

 
（実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・両学部とも，専攻やコース，履修モデルを作成し，学生の適性や目標に応じた

学修プログラムに対応している。 
・初年次教育として，１年次１・２学期で行う修学基礎 Bを開設し，教養教育か

ら専門基礎教育・専門教育へスムーズに移行できるよう体系化を図り，有効に

機能している。 
 

○小項目４「社会の多様な教育への需要に応えることにより，より高度で質の高い

就労を支援する。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－１－４－１「卒業後の進路等に関する具体的方策 

産業技術学部は情報，システム，デザイン関係，保健科学部では保健，情報関

係の専門職業人・技術者としての就職を確保するため，インターンシップなど

を通して職業指導の充実を図るとともに，産業界や医療界との連携に努める。

また，国家試験など資格試験の合格率を高い水準に維持する。なお，学修意欲

の高い学生には大学院等への進学も奨励する。」に係る状況 

 

障害学生の雇用及び職場適応に関する情報を提供することを目的に企業向け

の大学説明会等を開催し，教育と学生の状況を説明し，企業等からの求人と学

生とのマッチングを行うなど，産業界との連携を強化している。また，企業の

人事採用経験者を招き，エントリーシートの書き方，面接方法など実践的なア

ドバイスをもらい，就職活動への不安を低減しきちんとした自己アピールがで
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きるよう指導している。 

産業技術学部では就職希望者の就職率は 97.5％と高い水準を維持している

（資料 12）。教育面からの就職支援として，インターシップ科目を学部３年次

対象に実施している。平成 22年度から平成 27年度にかけての対象学生の参加

率は 67.4％と高い水準を維持している（資料 13）。 

保健科学部保健学科では，医療機関と連携して学内外で臨床実習を実施し，

「理学療法士」「あん摩マッサージ師」「はり師」「きゅう師」の国家資格免許取

得に向けて，模擬試験や補習授業などを導入している。理学療法学専攻では，

国家試験対策に特化した特任教員を配置し，学部４年次生に対して毎週演習問

題を実施している。平成 26 年度には学外模試を９回施行した結果，理学療法

士国家試験合格率を 100%としている（資料 14）。また，視覚障害学生の能力を

企業に対しアピールするため，“IT パスポート試験”合格に向け授業及び時間

外指導をし，毎年２年生，３年生で合格者を出す実績をあげている。 

大学院等への積極的な進学を勧めるため，学部学生に対する説明会を開催し，

学修意欲の高い学部学生には進学を奨励している（進学状況については，入力

データ集：No.4-7 卒業・修了者」参照）。 

 

資料 12 産業技術学部卒業生の進路状況（９月卒業を含む） 

年度 卒業者数

（人） 

就職者数 

（人） 

進学者数 

（人） 

留学者数 

（人） 

就職希望者数 

（人） 

就職率 

（％） 

進路確定率 

（％） 

22 40 33  ３ １ 34 97.1 92.5 

23 52 49  ３ ０ 49 100 100 

24 39 31  ５ １ 31 100 94.9 

25 51 46  １ ０ 49 93.9 92.2 

26 44 42  ０ ０ 42 100 95.5 

27 46 39 ４ １ 41 95.1 95.6 

合計 273 240 16 ３ 246 97.5 94.9 

※ 就職率＝就職者数÷就職希望者数 

 

資料 13 インターンシップ科目の受入企業数・対象学生の参加率等の推移（産業技術学部） 

年度 22 23 24 25 26 27 合計 

受入企業数 33社 20社 16社 25社 27社 24社 145社 

参加学生数 44名 30名 35名 42名 36名 34名 221名 

対象学生数 60名 49名 59名 59名 52名 49名 328名 

参加率 73.3％ 61.2％ 59.3％ 71.2％ 69.2％ 69.4％ 67.4％ 

 

資料 14 国家試験合格率の推移（保健科学部）（出典：筑波技術大学基本データ集） 

年度 22 23 24 25 26 27 

あん摩マッサージ 

指圧師試験 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0％ 

はり師試験 88.2% 83.3% 100.0% 71.4% 75.0% 36.4％ 

きゅう師試験 88.2% 83.3% 100.0% 78.6% 62.5% 36.4％ 

理学療法士試験 50.0% 100.0% 100.0% 70.0% 100.0% 100.0％ 

 

（実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・産業技術学部では毎年高い就職率を維持しており，障害者の社会自立に貢献し

ている。 

・学部・大学院においてインターンシップを積極的に実施し，職業指導の充実と
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産業界との連携に努めている。 

・理学療法士国家試験に特化した特任教員を配置し，理学療法士国家試験合格率

を 100%としている。 

 

計画１－１－４－２「教職課程，理療科教員養成課程の設置に関する具体的方策 

社会的要請の強い教職課程，理療科教員養成課程を設置するため，教育体制，

具体的履修プログラムの検討を進め，それぞれ今期間中早期の設置を目指す。

理療科教員養成課程の準備に当たっては，最新の専門知識や臨床指導能力等を

備えた人材を養成できるように整備する。」に係る状況 

 
教職課程の設置について，平成 22年７月に申請し，平成 23年度から，数学

（中一・高一），情報（高一），工業（高一），工芸（高一），情報（高専），工業
（高専）の免許の課程設置が認定された。平成 25年度からは保健（中一・高一）
の免許の課程設置も認定された。平成 23年４月には，教育学領域の専任教員を
採用し，教育研究組織を充実させた。 
平成 26 年度に教員免許状取得者４名（学部３名，院１名）のうち１名が教員

に採用された（資料 15）。平成 27年度には他大学大学院へ進学した２名が教員
採用試験に合格した。 

理療科教員養成課程設置準備室（別添資料２）及び検討 WGにおいて，設置形

態及び教育課程等の検討を行い，大学院における理療科教員養成課程設置構想

について文部科学省及び関係団体（日盲連，理教連，盲学校校長会等）に対し

て説明を行った。 

 

資料 15 教員免許状取得状況 

平成 26 年度 免許教科 
取得者 

（延べ数） 
平成 27年度 免許教科 

取得者 

（延べ数） 

産業技術 

学部 

数学 

（中一） 
1 

産業技術 

学部 

数学 

（中一） 
2 

数学 

（高一） 
1 

数学 

（高一） 
2 

情報 

（高一） 
1 

情報 

（高一） 
0 

工業 

（高一） 
1 

工業 

（高一） 
2 

工芸 

（高一） 
0 

工芸 

（高一） 
1 

保健科 

学部 

保健 

（中一） 
- 

保健科 

学部 

保健 

（中一） 
- 

保健 

（高一） 
- 

保健 

（高一） 
- 

情報 

（高一） 
1 

情報 

（高一） 
3 

産業技術 

学専攻 

情報 

（高専） 
1 

産業技術 

学専攻 

情報 

（高専） 
0 

工業 

（高専） 
0 

工業 

（高専） 
0 

保健科学 

専攻 

情報 

（高専） 
0 

保健科学 

専攻 

情報 

（高専） 
0 

 

※保健科学部の保健（中一，高一）については，平成２５年度から課程が設置されたため，

過程の修了者がいない。 
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（参考）中一は「中学校教諭一種免許」，高一は「高等学校教諭一種免許」，高専は「高等

学校教諭専修免許」の略 

 

（実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・教職課程を設置し，平成 26 年度，27 年度に他大学大学院へ進学した学生も含

め，計４名が教員に採用された。 

 

計画１－１－４－３「９月入学，編入学を実現するための具体的方策 

９月入学（秋季入学）等についての履修プログラム，実施体制等の検討を行う。

編入学については，特に短期大学卒業生の状況を調査し，必要により定員化を

実施する。」に係る状況 

 

９月入学を希望する聴覚・視覚障害者の帰国子女はほとんどいない。また，就職

に関して９月入学の障害者採用については産業界において全くの未整備状態にある。

保健科学部では４年次の２月に国家試験が行われる。社会的なニーズを把握しなが

ら慎重に検討したが，９月入学・編入学の実施は時期尚早と判断している。 

 

（実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・９月入学，編入学を実現するための検討を行ったが，現時点では実施は困難で

ある。 
 

②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点)１．平成 23 年度に教職課程を設置し，卒業生４名が教員採用試験に合

格している。（計画１－１－４－２） 
        ２．アドミッションポリシーに基づいた学生の受入れを実現するために，

入学試験合格者向けの入学前通信教育を実施している。（計画１－

１－１－１） 
   (改善を要する点)１．理療科教員養成課程については，設置準備室において準備を

重ね複数の構想を提示し，関係する組織・団体等に説明した

が，十分な理解を得るに至らず，課程の設置には至っていな

い。（計画１－１－４－２） 

   (特色ある点)１．聴覚障害学生及び視覚障害学生のそれぞれの特性に配慮した方法

で TOEIC 受験を推進している。（計画１－１－３－１） 

  

(２)中項目２「大学院課程の教育内容及び成果等に関する目標」の達成状況
分析 

 
  ①小項目の分析 

○小項目１「社会のニーズに応える専門的知識・技術を高め，自ら研究・応用が行

える能力を育成し，リーダーとしての役割が果たせ，社会に対応できる高度専門

技術者・医療人及び研究者の養成を目指す。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－２－１－１「大学院課程を充実するための具体的方策 
障害者高等教育研究支援センター等の教員が担当する教育及び開発研究に基

づき，基礎となる学部のない独立型の設置形態となる情報アクセシビリティ専

攻(仮称)については，平成 25 年度までの設置を目指す。」に係る状況【★】 
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障害者高等教育研究支援センターでは，平成 22 年度から大学院新専攻設置

のための検討ワーキンググループを設置し，教育研究組織，カリキュラム，３

つのポリシー等を検討した。平成 24 年度に在学生・他大学・関係諸団体など

を対象に質問紙，対面による社会的ニーズ調査を実施した。平成 25 年度に情

報アクセシビリティ専攻が研究科の新専攻として認可を受け，学生募集を行っ

た。平成 26 年度５名，平成 27年度３名が入学した。聴覚・視覚障害者の社会

自立や参加に貢献するための専門的かつ系統的な知識，情報，技術を提供し，

障害者支援の中核的役割を担いうる高度専門職業人を養成している（入試状況

については，「入力データ集：No.3-8 大学院入試状況（前歴別）」参照）。 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・平成 26 年４月，大学院技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻を開設した。 
 
計画１－２－１－２「授業形態，学習指導法等に関する具体的方策 

障害に配慮したきめ細かい指導ができるように，少人数クラス，個別対応に必

要な実施体制を整える。また，他大学との単位互換，留学の奨励，インターン

シップ及び学外実習などにより，本学以外の教育資源の活用を図るよう計画す

る。」に係る状況 
 

大学院における授業科目の履修及び研究指導を行うため，学生一人一人に主指導

教員及び副指導教員を配置（資料 16）し，休日・夜間等も含め個別学生に応じた時

間割設定など，きめ細かい指導を行っている。各学期末に研究中間報告会の開催，

国内外の学会発表など，教育研究を積極的に支援している。また，情報アクセシビ

リティ専攻の基盤科目，共通科目において，ICT を併用した情報保障のもと，聴覚

障害者と視覚障害者の混合の合同授業を実施した。 

単位互換により放送大学の授業科目の単位を本学における単位として修得し，本

学の授業科目だけでは身に付けることのできない幅広い教養を身に付けることが

できる科目編成を行っている（入力データ集：No. 4-2 他大学との単位互換の実績）。

また，宮城教育大学との間で，「筑波技術大学技術科学研究科情報アクセシビリテ

ィ専攻と宮城教育大学教育学研究科特別支援専攻との連携事業に関する覚書」を交

わし，情報アクセシビリティ専攻における共同科目，兼担科目（宮城教育大学の教

員が一部科目を担当）等を編成した。 

インターンシップ及び学外実習の状況については計画１－２－１－４の項目に

記載する。 
 

資料 16 大学院課程における研究指導教員等の配置状況（出典：平成 26 年度自己評価書 

資料３－１－③－A） 

研究科・専攻等の名称 

研究指導教員及び研究指導補助教員 

研究

指導 

教員

数 

 

研究指導 

補助教員 
計 

研究

指導 

教員

基準 

 
研究指導 

補助教員 

基準 

基準数

計 

うち 

教授

数 

うち 

教授

数 

技術科学研究科 人 人 人 人 人 人 人 人 

 産業技術学専攻（Ｍ） 27 19 13 40 ４ ３ ３ ７ 

保健科学専攻（Ｍ） 24 15 ８ 32 ６ ４ ６ 12 

情報アクセシビリテ

ィ専攻（Ｍ） 

15 ９ 12 27 ３ ２ ３ ６ 
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   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・学生一人に主指導教員及び副指導教員を配置し，個別時間割の設定，きめ細か

い指導を行い，教育研究を支援している。 
・宮城教育大学と「連携事業に関する覚書」を交わし，情報アクセシビリティ専

攻における共同科目，兼担科目等を編成している。 
・情報アクセシビリティ専攻において，ICT を併用した情報保障のもと聴覚障害

者，視覚障害者の合同授業を実施した。 
 

 
計画１－２－１－３「専門教育の成果に関する具体的方策 

社会のニーズに応える専門的知識・技術を高め，自ら研究・応用が行える能力

を育成し，リーダーとしての役割が果たせ，社会に対応できる高度専門技術

者・医療人及び研究者の養成を目指す。」に係る状況 
 

産業技術学専攻では，障害者支援，情報ネットワーク，人間とシステムの間の

相互のインターラクション，デザインや人間の行動・創造的活動を支援するシス

テムなど，各領域の工学・科学を融合した研究を推進し，新たな技術に対応でき

る高度専門技術者，研究者を育成しており，修了生全員が専門分野に就職してい

る。学生の研究成果として主要な学会にて優秀賞を獲得した（資料 17）。 

保健科学専攻では，現代医学と東洋医学を統合した講義・演習，進歩する医療

に対応する基礎医学分野の講義，最新の視覚障害補償機器に関する講義等を設定

し，より高度で専門的な医療技術者・研究者を養成している。ほとんどの修了生

が就職し，大学教員２名，博士課程進学者２名を輩出した。また，国内外の研究

発表を積極的に推奨し，全日本鍼灸学会及び日本東洋医学会では，学生部門最優

秀賞を受賞している。さらに，モンゴルからの留学生は，モンゴル国大統領賞「北

斗七星賞」を受賞した（資料 18）。 

情報アクセシビリティ専攻では，手話，点字，メディアの変換，通訳の技術，

障害と心身機能，発達的特性，活動制限，参加制約等の障害者支援に関わる基

盤的知識，情報保障の具体的手法について学修する授業を実施し，情報保障や

障害者支援に係る高度専門技術者を養成している。 
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資料 17 大学院生の活躍（情報科学専攻）（出典：本学ホームページ） 

 
資料 18 大学院生の活躍（保健科学専攻）（出典：本学ホームページ） 

    
（実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・専門分野にて高い就職率を達成している。 
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・大学教員，高校教員など指導者として活躍している修了生もいる。 
 
計画１－２－１－４「修了後の進路等に関する具体的方策 

高度専門職業人としての教育レベルと就職を確保するため，産業界との連携に

よりインターンシップを取り入れるなど，実践的な教育や企業内研修の実施を

準備する。」に係る状況 
 

産業技術学専攻では，平成 22年度から毎年大学院生がインターンシップを行い，

学内の報告会でその成果を確認している（資料 19）。また，平成 25 年度には教員

志望の大学院生１名が教育実習を行った。 

保健科学専攻では，平成 22 年度から鍼灸学コースにおいて修了後の進路も視野

に入れて医療機関での臨床的な研究及び実践的な実習・演習，研究を行っている（資

料 20）。情報システムコースでは，授業内で学外見学や体験を行う講義があり，本

人の希望があれば，企業側でのインターンシップ受け入れのための体制を整備して

いる。 

 

 

資料 19 産業技術学専攻のインターンシップ参加者数 

年度 22 23 24 25 26 27 

インターンシップ ３名 ２名 ２名 ３名 １名 ２名 

 

資料 20 保健科学専攻鍼灸学コースの医療センターでの演習・施術実習参加数 

年度 22 23 24 25 26 27 

医療センターでの演

習・施術実習 

２名 ２名 ２名 ３名 ２名 ２名 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・インターンシップ，臨床実習，教育実習，資格試験対策等を充実させ，高い就

職率を維持している。 
 

②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点) １．技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻を平成 26 年４月に開設

した。（計画１－２－１－１） 

        ２．大学院学生一人一人に主指導教員及び副指導教員を配置し，きめ細

かい履修指導及び研究指導を行うとともに，各学期末に研究報告会

等を開催するなど，大学院生の研究を活性化させている。（計画１

－２－１－１） 

   (改善を要する点)該当なし 

   (特色ある点) １．留学生のモンゴル国大統領賞「北斗七星賞」を受賞したのをはじ

め，学会等で優秀賞などの受賞をしている。（計画１－２－１－２） 

           

 
(３)中項目３「教育の実施体制等に関する目標」の達成状況分析 

 
  ①小項目の分析 

○小項目１「教育目的・目標の実現を図るために，授業内容や方法の改善に必要な

教育体制及び教育支援体制を整える」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
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計画１－３－１－１「適切な教職員の配置等に関する具体的方策 
教養教育系と専門教育系の領域を超えた科目の担当を実施するなど，大学の基

本的な目標を達成するための効果的な教員の配置，役割分担を検討する。また，

助教，TA などの積極的活用により少人数授業の中でよりきめ細かく個別対応

を実施する。」に係る状況 
 

産業技術学部，保健科学部，障害者高等教育研究支援センターの３部局教

員を，教養教育系，専門教育系，それらの領域を超えた科目など，教員をバ

ランス良く適切に配置している。また，全学年に担任，副担任，アカデミッ

ク・アドバイザー教員（教員１名に対して学生３～５名対応）などの役割分

担を決め，配置している。 
１クラス 10～15 名程度の少人数授業を実施し，実習科目等において，主担

当教員の他に助教を副担当として配置し，成績不振の学生については，助教，

非常勤講師，特任研究員，TA（資料 21）等による個別対応に近い補習授業を

実施することで，きめ細かく個別対応をしている。また，平成 27 年度からは

優秀な学部上級生を低学年の実験・実習・演習の補助に活用する SA（Student 
Assistant）制度（資料 22）を導入し，きめ細かい対応が可能な体制を整備し

た。 
 
資料 21 TA 要項 
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資料 22 SA 要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・全学年に担任，副担任，アカデミック・アドバイザー教員などの役割分担を決

め，配置している。 

・１クラス 10～15 名程度の少人数授業を実施し，実習科目等において，主担当

教員の他に助教を副担当として配置し，特任研究員，TA，SA を積極的に活用す

ることできめ細かい学生指導が可能となった。 

 

計画１－３－１－２「教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整

備の具体的方策 
聴覚・視覚の障害を補償する設備については，e-Learning 等の導入を進める

などにより充実を図るとともに，自由にアクセスできる情報システムやインタ

ーネットを十分に活用できる学修環境を整備する。また，留学生，社会人入学

者及び編入学者等に対して，必要な個別対応ができるような学修環境を整備し，
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学修の質の向上を図る。 
附属図書館においては，平成 20 年度に作成した「マスタープラン」に沿って，

聴覚及び視覚障害学生のための学修及び教育支援，研究支援，情報発信等につ

いて，グループ学習室や休息スペースの設置などの具体的計画（情報保障を視

野に入れた環境整備，研究図書館としての機能整備など）の検討を進め，実現

する。」に係る状況 
 

平成 24 年度に特殊実験棟出入口，平成 26 年度に校舎棟の構造研究分析室，

建築環境設備実験室出入口等に学生証によるカードキー化を行い，夜間，休日

の利用等，学生の利便性を高めた。 

聴覚障害学生の情報保障のため，全教室に新型の FM 補聴システムを更新・

整備した。手話学習室の動画撮影・編集設備を拡充させ，学生の手話言語能力

向上に向けた指導環境を整備した。 

視覚障害学生には，e-Learning 環境を整備し，Moodle を活用した授業資料

の配信，電子メールによるレポート提出，インターネット教材の授業・自習へ

の導入，国家試験対策問題の配信など，教育支援に ICTを活用した。教材ファ

イル用の管理サーバの整備を行うことで，学内・寄宿舎内からも自由に教材に

アクセス可能にすることで学修環境を整備した。 

大学院生には，研究用の自習室を整備し，全員に研究用 PC を貸し出すこと

で，研究環境の改善を行った。 

留学生，社会人入学者については，アカデミック・アドバイザー担当教員，

TA活用などを通して個別な対応を行い，学修環境を整備した。 

附属図書館では，研究成果を機関リポジトリに公開し，教育・研究に活用し

た（資料 23）。平成 24年度は両キャンパスの図書館の管理システムを統合し，

蔵書の一括検索，資料の共同利用が可能となった。春日キャンパス図書館自習

室，共同利用室を 24 時間開放した。 

 

資料 23 機関リポジトリ掲載数 

年度 22 23 24 25 26 27 

登録論文掲載数 80 152 64 75 62 137 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・聴覚障害学生のために全教室に新型の FM 補聴システムを更新・整備し，また，

視覚障害学生のために e-Learning 環境を整備し，ICTを活用した教育支援を実

施している。 

・学生が利用する施設のカードキー化，図書館の学修環境整備など，学生の利便

性を高めた。 

 

○小項目２「教職員を対象とした組織的な研修を推進する。また，研修や授業評価

の結果を教育の質の向上及び改善の取組に効果的に結びつける方策を実施する。」

の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－３－２－１「教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具

体的方策 
教員相互の授業参観や学生による授業評価等を引き続き実施するとともに，そ

の結果を活用し，教育指導等を改善するため，評価の内容を教員と学生にフィ

ードバックし，授業の改善や就職・進路指導の改善に役立てる。フィードバッ
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クしたことによる改善状況については，教員の個人評価においてチェックする

とともに，教育の成果や効果を組織的に検証し，その評価結果を予算配分，給

与面に活用する。 
また，教育成果の評価法に関する研究プロジェクトを立ち上げ，教員の個人評

価法を改善する。」に係る状況 
 

学部教育では，すべての科目を対象に学生による授業評価アンケートを実施

し，その結果を教員と学生にフィードバックすることで，次年度のシラバス作

成や指導法等に反映している（資料 24）。また，年に２回期間を定めて教員相

互による授業参観を行い，教員相互の教育指導等の改善に寄与している（別添

資料３）。 

従来の業績リストに加え，平成 26 年度より教員の教育評価の主要評価項目

を設定し（別添資料４），教育，社会貢献，管理運営等の客観的データを加味

して教員の勤務成績を評価し，その結果を賞与に反映させている。教員の自己

評価を隔年（平成 22,24,26 年度）で実施し，教育・研究・社会貢献・管理運

営を自己分析し，教員個人・組織別に傾向と課題を見出し，教員及び組織運営

へのフィードバックに役立てた。平成 24 年度から，個々の教員が実際に取組

んだ業務の実時間に基づいた時間評価制を導入し，学内外に公表している。（別

添資料５） 

 

資料 24 産業技術学部「授業に関するアンケート」の実施状況（平成 26年度）（抜粋） 

評 価 項 目 結果（そう思う，ややそう思う割合) 

授業を進める速度は適切でしたか 1学期：65.9％ 

2学期：72.2％ 

教員の説明の仕方は適切でしたか 1学期：64.4％ 

2学期：70.6％ 

学生の理解を助けるために教員は各種の補助手段を適切に

用いていましたか 

1学期：74.3％ 

2学期：80.0％ 

この授業はあなたにとって良い授業でしたか 1学期：72.3％ 

2学期：75.7％ 

授業内容の難易度は適切でしたか 1学期：52.3％ 

2学期：58.0％ 

受講の結果あなたはこの分野に対する理解と関心が深まり

ましたか 

1学期：67.5％ 

2学期：72.3％ 
 

 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・学生による授業評価アンケートを実施し，評価結果を教員にフィードバックし

た。教員からの授業の改善内容等を取りまとめた「授業に関するアンケート調

査報告書」を学内ウェブサイトに掲載し，教員及び学生に周知し，活用してい

る。 

 

計画１－３－２－２「教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体

的方策 
障害の特性に応じた教育方法の改善・開発を更に推進するとともに，新任教員

に対して障害理解と障害者に対する指導法に関する研修を実施する。 
また，教員を対象とした教材作成や学習指導法等に関するＦＤ，教職員を対象

とした手話，点字，情報保障等のスキルに関する研修会を定期的に実施する。」

に係る状況 
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本学の授業改善，教員の教育能力の向上のため，FD・SD 企画室編集の「筑

波技術大学 授業改善ハンドブック（平成 26 年 10 月）」を全教職員に配布，

ホームページで公開し，学内外に向けて障害学生に対する学習指導法について

の情報を発信した（資料 25）。 

障害者のための教育方法に関する FD・SD 講演会，新規採用教員研修会を定

期的に開催し，教育の質の向上に役立てている。特に，新任教員に対して手話・

点字研修を行っていたが，平成 26 年度からより広い支援方法を身につけるた

めに，「聴覚障害者支援研修」及び「視覚障害者支援研修」と名称を変更し，

内容も一新させた。研修後に同じ学科の教員が相談役となり，障害学生への対

応方法を指導しフォローアップ可能な体制を整えた。（別添資料６） 

障害の特性に応じた教育方法の改善・開発例として，産業技術学部の授業の

一貫として企画されている学外工場・研究所見学等で，携帯型端末による聴覚

障害学生のための遠隔情報保障を実施した。また，保健科学部の学生が学外病

院で臨床実習をする際には，視覚障害の内容を具体的に記した「私の見え方シ

ート」（資料 26）を個別に作成し，各病院の実習責任者に渡している。これに

より，病院の指導者は学生の視覚障害に配慮した臨床指導をすることを可能と

した。 

 

資料 25 授業改善ハンドブック （出典）平成 26年度自己評価書 資料８－２－①－Ｃ 

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/assets/files/kyomu1/gakuikitei/FD_SD_handbook.pdf  
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資料 26 私の見え方シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・「筑波技術大学授業改善ハンドブック」を作成し，授業の改善に活用している。 
・FD・SD 講演会，新採用教員に対する研修会を開催し，教育の質の向上に役立

てている。 
・新任教職員に対して，聴覚・視覚障害学生とのコミュニケーション方法を学ぶ

ために手話・点字研修のみならず，「聴覚障害者支援研修」「視覚障害者支援研

修」により広く支援方法を身に着けさせている。 
 

○小項目３「聴覚・視覚障害者の教育に関する全国共同利用型の中核機関を目指し，

必要な取組を行う。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－３－３－１「学部等の教育実施体制等に関する具体的方策 
今期間中早期の設置を目指す教職課程及び理療科教員養成課程の設置に向け

た整備を進める。 
学生のニーズや社会の変化に対応できるよう，カリキュラムの改訂のみならず，
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学科の再編，入学定員の見直しを行い，教育研究体制を整備する。 
大学院においては，高度専門技術者・医療人及び研究者を育成するという目標

をより高いレベルで達成できるように，教員の研究指導力の向上や研究設備な

どの充実を図る。 
障害者高等教育研究支援センターを全国共同利用型の教育関係施設として環

境整備を進め，人的・物的資源の共同利用を推進する。」に係る状況 
 

平成 23 年度に教職課程を開設し，産業技術学部では中学・高校の数学，高

校の情報，工業，工芸の一種免許，保健科学部では中校・高校の保健，高校の

情報の一種免許，技術科学研究科では高校の情報，工業の専修免許が取得可能

となった。 

保健科学部では理療科教員養成課程の設置案，学科・専攻の再編案を作成し，

平成 25 年度に経営協議会，学外視覚障害関係団体等に意見を求め，第３期中

期目標期間に改革促進を引き継いだ。 

医療センター西棟を建設し，大学院保健科学専攻における高度専門医療人・

研究者を育成するため，鍼灸研究機器，リハビリテーション機器，あん摩マッ

サージ臨床研究室を導入して臨床研究のできる研究室を整備した。 

障害者高等教育研究支援センターでは，平成 22 年度より文部科学省認定教

育関係共同利用拠点「障害者高等教育拠点」として認定され，聴覚・視覚障害

学生への指導・支援ノウハウを全国の高等教育機関に提供する取組を展開して

いる。他大学からの相談，障害特性に応じた教育コンテンツ・情報保障技術の

提供，他大学の教職員を対象とした FD／SD 研修会の開催，各種講習会への講

師派遣に対応してきた。さらに，平成 27 年度以降の５年間も新たに拠点とし

て認定され，引き続き人的・物的資源の共同利用を推進している。（資料 27） 

 

資料 27 「障害者高等教育拠点」事業パンフレット 

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/repo/dspace/bitstream/10460/1486/1/309.pdf  

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・教育関係共同利用拠点（障害者高等教育拠点）として，他大学で学ぶ聴覚・視

覚障害学生，教職員を対象に，情報技術の提供，教育方法・教育資源の共有，

研修等の活動を行っている。 

 
②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点) １．聴覚障害学生に全教室に新型の FM 補聴システムを更新・整備し，

視覚障害学生に e-Learning 環境を整備し，ICT を活用した学生へ

の教育支援している。（計画１－３－１－２） 
２．聴覚・視覚障害に対応した教材作成，障害学生に対する学習指導

方法についての冊子作成，新任教職員に対する手話・点字等情報保

障についての研修を実施している。（計画１－３－２－２）  
   (改善を要する点)   

該当なし 

   (特色ある点) １．筑波技術大学 授業改善ハンドブックを作成し，授業向上に活用

した。（計画１－３－２－２） 
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(４)中項目４「学生への支援に関する目標」の達成状況分析 
 
  ①小項目の分析 

○小項目１「学修・生活・進路等に関する相談・助言の体制の充実を図るとともに，

学生の生活全般に対する教員の指導力を高め，社会の変化に対応できる体制を整

えることにより，障害にかかわるニーズに配慮しながら，学生への支援を個別的，

効果的に実施する。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－４－１－１「学生相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策 
個々の学生の障害の状態や能力を的確に把握するとともに，各授業担当教員が

授業時間外においても学生からの意見や要望に，より丁寧な対応ができるよう

にオフィスアワーの見直しを行い，より良い学修・生活支援を進める。さらに，

チューター制やアドバイザー制により，学生一人ひとりをきめ細かく支援す

る。」に係る状況【★】 
 

本学の学生は障害の程度が大きく異なり，個別の対応が必要である。学部教育

では，学生個々の学力や障害を的確に把握し，対応する必要性から，平成 25 年

度から各教員が３～５名の学生を担当し，学修・生活等の指導にあたるアカデミ

ック・アドバイザー（以下 AA）制度を開始した。クラス担当教員等と協力体制を

とり，学生指導体制を整備した（資料 28）。 

平成 25 年度から，自分の学修や生活状況，授業の項目別目標，キャリアデザ

イン等から構成されるポートフォリオ制度を導入し（資料 29），AA教員が担当学

生の学修・生活状況等を確認し，毎週学生と面談するなど，きめ細かく支援する

体制を整備した。特に，１年生については学科・専攻で学生指導会議を毎月開催

し，AA 教員間での情報の共有を進めている。 

平成 22年度から，全教員がシラバス及び研究室前にオフィスアワーを明記し，

学生への対応をより丁寧に行う体制を整備した。 

発達障害等のある学生への対応，指導については「学生に対する特別支援委員

会」を設置し，個々に特別な対応を行った。 

 

資料 28 アカデミック・アドバイザー制度 
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資料 29 ポートフォリオの書式（例） 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・アカデミック・アドバイザー制度，修学ポートフォリオを導入し，各教員が少

数の学生の指導を担当することにより，個々の学生の学修や生活全般の相談・

支援等，きめ細かな指導を行うことを可能としている。 
・発達障害等，聴覚障害又は視覚障害以外の障害のある学生への対応，指導に関

し，「学生に対する特別支援委員会」を設置し，特別な対応を行っている。 
 

計画１－４－１－２「就職支援等に関する具体的方策 
新たな就職先の開拓，進路・就職に関する講演会等の充実，学生のコミュニケ

ーション特性に応じた面接指導を行う。また，障害に起因する社会生活上の困

難や職場適応に関する相談対応等の就職後のフォローアップを推進する。 
さらに，職域開拓や職能開発に係る調査研究を障害者の就職支援を行う機関等

と連携して進める体制を整備する。」に係る状況 
 

就職支援の一環として，学内のガイダンスや活躍する卒業生を講師として講

演会を定期的に開催した他，企業等からの申込みに応じて学内企業説明会，産

学官連携シンポジウムを開催した。また，新たな就職先の開拓を目的として，

企業を対象とした大学説明会等を開催する他に，採用の可能性調査を行い，新

■小学時代

■中学時代

■高校時代

氏名

キャリアデザインシート①　自分史

②その理由は何ですか？

２．一番力を入れたこと、夢中になったことは何ですか？

■小学時代

①どんな科目が好きでしたか？


■中学時代

１．好きな科目について

■高校時代
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たな就職先の開拓を進めた。（資料 30，31） 

聴覚障害学生には主に３・４年次生の希望者を対象に年間 50～100件程度の

面接指導を，視覚障害学生については学科・専攻毎に職種に対応した面接指導

を行った。面接指導においては，学生によって異なる障害特性に即したコミュ

ニケーション方法の選択，対話の技術，自己のキャリアに関する将来像などの

想定問答を行った。これらの支援の成果として，高い就職率を維持した（資料

32）（入力データ集：No. 4-7 卒業・修了者）。 

保健科学部では，大学に企業の人事担当者を直接招き「一日一社の説明会」

及び障害学生を受け入れの事例や方法・諸支援等の紹介を行う「障害学生雇用

セミナー」を実施し，視覚障害に対する理解や学生のコンピュータスキルを直

接見てもらうなどにより，学生の就職につなげている（平成 27 年卒業学生の

実績は８名（６社））。 

 

資料 30 就職関係行事開催状況（聴覚障害系） 

年度 22 23 24 25 26 27 

講演会 １回 ３回 ０回 ２回 １回 １回 

ガイダンス等 ７回 ７回 ８回 10回 ９回 11回 

学内企業説明会 ３社 ３社 ６社 21社 12社 12社 

産学官連携シン

ポジウム 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

資料 31 就職関係行事開催状況（視覚障害系） 

年度 22 23 24 25 26 27 

講演会・就職指

導等 

３回 ４回 ５回 ５回 ８回 ７回 

障害学生雇用セ

ミナー 
  １回 ２回 １回 １回 

 

資料 32 就職率（９月卒含む） 

 22 23 24 25 26 27 

産業技術学部 97.1% 100% 100% 93.9% 100% 95.1% 

保健科学部 89.5% 88.9% 100% 80.0% 85.7% 94.7% 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・聴覚障害・視覚障害それぞれの特色を考慮し，就職に関する講演会・就職指導，

ガイダンス，企業説明会，障害学生雇用セミナー，産学官連携シンポジウム等

を実施することで高い就職率を維持している。 
 

計画１－４－１－３「経済的支援に関する具体的方策 
経済的困窮者や成績優秀者に対する入学料・授業料徴収猶予，免除制度がより

有効となるように点検を行い，必要な改善を図る。また，種々の奨学金等に関

する情報収集を行い，学生に提供する。」に係る状況 
 

経済的支援として，入学料免除・授業料免除や徴収猶予を行っている（資料

33）（入力データ集：5-1 入学料・授業料，5-2 奨学金採用）。授業料免除は，

授業料の 35％枠の範囲内で行われ，所得や成績の基準をクリアした免除希望

学生の全員に実施可能となっている。平成 23 年度から東日本大震災の被災学

生へ免除を行っているほか，平成 24 年度から新たに社会人入学者及び私費外

国人留学生に対する免除枠を設けている（資料 34，資料 35）。平成 27 年度に
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は免除制度の点検を行い，申請書類の簡素化や申請書記載事項の整理等の改善

を行った。 

日本学生支援機構の奨学金，各種財団の奨学金，各都道府県奨学金等を紹介

や手続き等の指導を行い，必要とする学生の利用を促進している。  

 

資料 33 平成 26 年度授業料免除学生数と奨学生数（出典：平成 26年度自己評価書） 

学部名等 

事項 

産業技術学部 保健科学部 技術科学研究科 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 

授業料免除 

経済的理由 
全額 26 29 19 23 0 0 

半額 36 29 38 36 3 3 

被災 全額 0 2 2 0 

留学生 半額 0 0 0 0 

成績優秀者 
全額 0 0 0 

半額 41 40 23 23 8 8 

社会人入学者 半額 1 1 15 16 0 

表彰 全額 0 0 0 0 0 0 

奨学生数 

日本学生支援機構第一種 24 19 0 

日本学生支援機構第二種 32 22 0 

東京海上各務記念財団 3 3 0 

茨城県奨学生 1 1 0 

平和中島財団 0 0 1 

友末洋治記念奨学基金 0 0 0 

三菱商事復興支援財団奨学

金 

0 2 0 

横浜市障害者奨学金 2 1 0 

札幌市奨学生 1 0 0 

鹿児島育英財団 0 0 0 

ヤマト福祉財団 0 1 0 

大分県奨学生 0 1 0 

富山市奨学生 0 1 0 

あしなが育英会 0 0 0 

学生数(母数)  214 138 17 

 

資料 34 授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程 

 

 

 

資料 35 授業料免除者数（大学全体） 

年度 期 免除者総数 社会人枠免除者数 留学生枠免除者数 
２５ 前期 186 15 １ 

後期 179 11 １ 
２６ 前期 182 16 ０ 

後期 180 17 ０ 
２７ 前期 181 17 １ 

後期 179 13 １ 
※免除者数及び留学生枠免除者数については免除者総数の内数で示す。 
 

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/assets/files/soumu/kisoku/gakusei/09-03.pdf 
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   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・経済的支援として，入学料免除・授業料免除や徴収猶予を行っている。平成 23

年度から東日本大震災の被災学生へ免除を行い，平成 24年度から新たに社会人入

学者及び私費外国人留学生に対する免除枠を設けている。 

 

○小項目２「留学生及び社会人入学者に対して個別対応ができる学修支援環境の実

現を図り，学修の質の向上を推進する。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画１－４－２－１「社会人・留学生に対する具体的方策 
社会人や留学生の受入れを積極的に進めるとともに，受入れや支援制度の整

備・改善を図り，その学修・生活を支援する活動を充実させる。」に係る状況 
 

社会人及び留学生の入学を促進するために，平成 25年度から社会人・留学生

を対象とした授業料免除制度を開始した（資料 34）。 

産業技術学部で行っている社会人学び直しプログラムについて，平成 27年度

にプログラム内容を見直し，社会人がより受講しやすくなるように整備した。 

社会人入試について，特別支援学校や障害者団体等との意見交換を行ったと

ころ，情報保障等の不備により他大学を中途退学した学生の受入が必要と考え

られ，出願資格年齢の設定の検討を進めている。（社会人入試による入学者数に

ついては，入力データ集：3-4 入試状況(春期・入試区分別)）。 

大学間交流協定校対象の短期留学受入れプログラムを実施し，平成 23年度か

らの 5年間で計 17名の留学生を受入れた（資料 36）。個別に外国人等の指導・

通訳者を配置し，授業や学習成果報告会を実施するなど結果，本プログラムへ

の参加者が本学大学院に入学するなど，留学生確保に繋がっている。 

技術科学研究科保健科学専攻では，モンゴル，ベトナム等の視覚障害者マッ

サージ師養成教育機関の指導者を受け入れ，鍼灸の研修生などを配置し，母国

での教育者養成に対応した学修の支援を行っている。（外国人学生数の推移につ

いては，入力データ集：7-1 外国人学生）。 

 

資料 36 大学間交流協定校を対象とした短期受入れプログラム実施状況 

年度 23 24 25 26 27 

受入人数 ３名 ２名 ３名 ５名 ４名 

 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・社会人・留学生を対象とした授業料免除制度を実施している。 
・大学間交流協定校対象の短期留学受入れプログラムを実施し，平成 23 年度か

らの５年間で計 17 名の学生を受入れ，参加者の中から本学大学院に入学者を確

保した。 
・モンゴル，ベトナム等の視覚障害者マッサージ師養成教育機関の指導者を受け

入れ，学修支援を実施している。 
 

②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点) １．アカデミック・アドバイザー制度，修学ポートフォリオを導入し，

全教員が少数の学生の指導を担当することにより，個々の学生の学

修や生活全般の相談・支援等，きめ細かな指導を行っている。（計

画１－４－１－１） 
        ２．就職に関する講演会・就職指導，ガイダンス，企業説明会，障害学
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生雇用セミナー，産学官連携シンポジウム等を実施することで高い

就職率を維持している。（計画１－４－２－１） 
   (改善を要する点)該当なし 

   (特色ある点) １．・発達障害等，聴覚障害又は視覚障害以外の障害のある学生への

対応，指導に関し，「学生に対する特別支援委員会」を設置し，特

別な対応を行っている。（計画１－４－１－１） 
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２ 研究に関する目標(大項目) 
 
(１)中項目１「研究水準及び研究の成果等に関する目標」の達成状況分析 

 
  ①小項目の分析 

○小項目１「本学の特色である障害者の高等教育，支援技術に関する研究を国際的水

準で展開し，その研究成果を本学学生や留学生の教育に活用するとともに，他の教

育機関等に積極的に公開するなどにより，障害者の福祉向上や高齢者の生活支援の

ために活用する。 
また，学部や大学院等の教育の内容に関わる産業技術・保健科学の専門分野の研究

を推進する。」の分析 
 
   関連する中期計画の分析 
 

計画２－１－１－１「目指すべき研究の方向性と重点的に取組む領域 
学部や大学院等の教育の充実と高度化を図るため，研究資金の配分方法の改善

などにより，産業技術及び保健科学に係る専門分野の研究を推進する。さらに，

西洋医学と漢方，鍼灸を含む東洋医学を統合した国際的なレベルの研究を推進

する。 
聴覚・視覚障害者を対象とする高等教育機関として，聴覚･視覚障害者に対する

教育方法，教育機器，教材，障害補償システム，情報保障システム及び教育支

援システムについて研究開発を推進するとともに，他大学との共同研究及び他

大学に学ぶ聴覚・視覚障害学生に対する支援にも積極的に取り組む。 
今後，留学生の増加が見込まれる中で，自らの選択で学ぶことができる高等教

育の整備（ユニバーサル・アクセスの実現）のため，日本語及びそれ以外の言

語による手話・点字を含めた情報保障などの研究を行う。」に係る状況【★】 
 

教員の研究活動を活性化させるため，科学研究費補助金申請者，及び採択者

に対し，報奨金を支給できる要項を平成 26年度に制定した（資料 37，38）。ま

た，学長裁量経費の競争的教育研究費募集の際，外部資金の獲得状況等を評価

項目の一部として研究資金の配分を行うなど，研究活動を推進した。 

産業技術学部では，平成 23年度から韓国のナザレ大学との間で遠隔協調授業

を実施し，必要となる日韓の音声言語，手話の情報保障に関する研究を進めて

いる。 

保健科学部では，フリーラジカルと腎疾患，漢方薬・鍼灸手技療法と神経・

運動器疾患，運動器疾患のリハビリテーションなどの臨床研究を実施し，国内

外において学会や国際誌へ発表し，一部の業績は受賞に至っている。 

大学院技術科学研究科「情報アクセシビリティ専攻」を設置し，情報保障に

資する知見を体系的に究明し，聴覚または視覚に障害がある人々の平等な社会

活動参加を目指した支援の具体を明らかにする学問である「情報保障学」の研

究を推進している。 

情報保障（文字通訳，手話通訳）の質的向上に向けた研究，モバイル型遠隔

情報保障システムの開発に関する研究（資料 39），障害学生支援のグローバル

連携体制構築を目指した情報発信に関する研究，聴覚障害児の認知能力に関す

る研究，聴覚障害者のコミュニケーション能力と社会参加促進要因の研究，日

本手話話し言葉コーパスの構築と手話による外国語教育に関する研究，視覚障

害者に対する学習資料保障に関する研究，視覚障害者のスポーツ活動とメンタ

ルヘルスに関する研究，視覚障害者対応の TOEIC IP テストの開発に関する研

究，視覚障害者のための電子書籍の作成に関する研究等，聴覚･視覚障害者に対

する教育方法，教育機器，教材，障害補償システム，情報保障システム及び教
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育支援システムについて研究開発を推進し，学内外で学ぶ聴覚・視覚障害学生

に対する支援を行った。 

 

資料 37 報奨金に関する要項 

 

資料 38 報奨金の件数及び金額 

年度 26 27 

申請 83件 50件 

採択 54件 58件 
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資料 39 モバイル型遠隔情報保障システム 
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   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・大学院技術科学研究科に新たに「情報アクセシビリティ専攻」を設置し，「情報

保障学」の研究を推進した。 

・聴覚･視覚障害者に対する教育方法，教育機器，教材，障害補償システム，情報

保障システム及び教育支援システムについて研究開発を推進し，学内外で学ぶ聴

覚・視覚障害学生に対する支援を行っている。 
 

計画２－１－１－２「成果の社会への還元に関する具体的方策 
聴覚・視覚障害児・者のための教育及び支援に関する研究成果については，各

種支援事業及び機関リポジトリ（NTUT リポジトリ）事業により，大学や特別

支援学校等の機関に広く還元する。 
また，障害者や高齢者の生活支援，福祉に結びつく研究成果については，企業

等の関係機関と連携して積極的に実用化を目指す。」に係る状況 
 

本学教員による聴覚・視覚障害児（者）のための教育及び支援に関する研究

成果をテクノレポートに掲載，各研究成果を電子化し，機関リポジトリ事業を

通し研究の成果を広く利用できるようにした（資料 40）。 

情報保障技術に関しては，企業等と連携して，実用化に向けて取り組んでお

り，平成 22年には本学教員が代表を務める「モバイル型遠隔情報保障システム

普及事業」が民間企業や NPO 法人との連携が評価され「第 7 回パートナーシッ

プ大賞」にてグランプリを受賞している（資料 41）。また，視覚障害者のため

の支援機器，網膜投影型ヘッドマウントディスプレイ（株式会社 QDレーザ開発）

の評価実験に協力して，「レーザアイウェア」の製品化に貢献した。 

遠隔情報保障システムの研究成果をもとに，茨城県議会放送に実施協力を行

い，還元の成果として手話通訳つきの県議会中継映像としてインターネット上

で公開されている。東日本大震災を契機に，平成 23年度より東北地区で学ぶ障

害学生の支援のため，全国の連携大学・機関の協力により，モバイル型遠隔情

報保障システムを用いた情報保障を提供している。 

 

資料 40 テクノレポート掲載数 

年度 22 23 24 25 26 27 

教育・研究 29件 20件 22件 29件 ９件 13件 

報告 ２件 ５件 ４件 ４件 ９件 16件 

解説・その他 ３件 ０件 ２件 ０件 ２件 ２件 
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資料 41 「第 7回パートナーシップ大賞」にてグランプリを受賞 

 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・聴覚障害者及び視覚障害者を対象とした教育研究に関する成果等を取りまとめ

た「筑波技術大学テクノレポート」を発行し，ウェブサイトで広く社会に情報を

発信している。 

・遠隔情報保障に関する研究成果を，茨城県議会や聴覚障害者を支援する外部の

団体等へ還元している。 

・東北地区で学ぶ障害学生の支援のため，モバイル型遠隔情報保障システムを用

いた情報保障を提供している。 

 

 

計画２－１－１－３「研究の水準・成果の検証に関する具体的方策 
各教員の研究については，教員の個人評価の研究領域の項目で検証する。研究

チームの研究水準の目標を設定するに当たっては，他大学や海外の研究業績を

調査・検討し，必要な見直しを行う。」に係る状況 
 

各教員の研究については，各教員が自己評価計画書を作成し，各所属部局長

に報告し，各教員の取組み内容への具体性を高めるとともに，レベルを向上さ

せている（資料 42）。インパクトファクターや被引用件数などを用い，客観的

に国際的研究水準と比較し，部局や各教員についての研究水準を検証している。 

部局単位で，教員個人の研究業績を集約し，グループウェアにて学内公開し，

情報の共有を行っている。 
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資料 42 教員自己評価計画書 

 

   （達成状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・教員の個人評価を実施し，研究活動の取組等について自己分析を行っている。 

・教員個人の研究業績を集約し，グループウェアにて学内公開を行っている。 

 
②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点)１．聴覚･視覚障害者に対する教育方法，教育機器，教材，障害補償シス

テム，情報保障システム及び教育支援システムについて研究開発を

推進し，学内外で学ぶ聴覚・視覚障害学生に対する支援を行ってい

る。計画２－１－１－１） 
        ２．聴覚障害者及び視覚障害者を対象とした教育研究に関する成果等を

取りまとめた「筑波技術大学テクノレポート」を発行・電子化し，

機関リポジトリ事業を通し広く公開している。（計画２－１－１－２） 
   (改善を要する点)該当なし 

   (特色ある点)１．震災を契機に，東北地区で学ぶ障害学生の支援のため，全国の連

携大学・機関の協力により，モバイル型遠隔情報保障システムを用

いた情報保障を提供している。（計画２－１－１－２）    
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(２)中項目２「研究実施体制等に関する目標」の達成状況分析 
 

①小項目の分析 
○小項目１「本学の特色を踏まえた重点研究プロジェクトを設定し，人材，資金，施

設などを重点配分する。また，知的財産の創出，取得，管理及び活用について，必

要な取組を行う。」の分析 
 

    関連する中期計画の分析 
 

計画２－２－１－１「適切な研究者等の配置並びに研究資金の配分，設備等の活用・

整備に関する具体的方策 
大学としての重点研究プロジェクトを設定し，研究員を委嘱するなど，学部や

学科等を超えた研究ユニットを編成して研究を推進するとともに，研究資金を

重点的に配分する。 
また，研究室，実習室等の利用状況をチェックし，研究スペースの配分の適正

化を図り，重点研究プロジェクトのための研究施設を確保する。教室の利用状

況を調査し，効率化を図るため，教室を共用スペースに転用する。」に係る状況 
 

  産業技術学部では，平成 26年度から「聴覚障害者のための社会連携・協調型

教育拠点の構築事業」を，保健科学部では平成 22年度から「視覚に障害をもつ

医療系学生のための教育高度化改善事業」を，障害者高等教育研究支援センタ

ーでは平成 23年度から「聴覚・視覚障害学生のイコールアクセスを保障する教

育支援ハブの構築」等を重点研究プロジェクトとして設定し，研究を推進した。

また，学長裁量経費による競争的教育研究経費では，研究内容や研究業績以外

に，外部資金等の獲得状況の評価を加えて，学内研究資金の配分を行った。 

  平成 26 年度には全学的な共有スペース，管理スペース，東西医療診療関係ス

ペースを除き，スペースチャージ制度を導入し，稼働率の低い教室等の共有ス

ペース化を行った。（資料 43，別添資料７） 
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資料 43 スペースチャージによる施設の有効活用に関する要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・大学としての重点研究プロジェクトを設定し，外部資金等の獲得状況を基に，

学内研究資金の配分を行なっている。 
・スペースチャージを導入することで，施設を有効に活用している。 

 
計画２－２－１－２「知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策 

知的財産に関する啓発活動を行うとともに，教員の取得した特許，開発したシ

ステム等については，産業界と協力して実用化を目指す。特に障害者支援機器

等に関して特許取得と実用化を目指す。」に係る状況 
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知的財産に関する啓発を進めるため，平成 25年度に発明要項を改正し，部局

長会議を通じて学内に周知を行った。 

科学技術支援機構（JST）と連携して外部資金の研究費の獲得並びに研究成果

の実用化・特許取得を目指している。平成 26年度に知的財産の特許出願を１件

行い，平成 27年度には出願に備えた学内審査を実施した。 

産業技術学部の教員がマイクロ放電加工に用いる数百μｍ以下の微細軸を形

成する方法及び装置に関する技術を開発し，東京大学との共同出願により特許

を取得した。この技術は，東京大学 TLO を通して産業界に発信され，放電加工

機メーカーであるソディック㈱とライセンス契約を締結した。ソディック㈱と

の共同研究により放電加工機への搭載を試み，実用化を目指した技術開発を実

施した（入力データ集 6-1：産業財産権・特許）。 

保健科学部では，NHKと「２次元情報の触覚提示技術の開発と評価の研究に関

する相互協力」を締結し，視覚障害者に地図やグラフ等の画像情報を提示する

ための技術を協力開発し，教育等の現場で活用することを目指した様々な観点

での検討・分析評価を推進することで実用化を目指した（資料 44）。 

 

資料 44 NHK との共同開発技術の概要 

実用システムに向けた改善と教育現場での評価概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム概要 

 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・科学技術支援機構（JST）と連携して外部資金の研究費の獲得ならびに研究成果

の実用化・特許取得を促進している。 
 

○小項目２「聴覚・視覚障害者教育の研究に資するため，教育方法の改善及び機器の

開発，さらに，手話・点字を含めた情報保障などの研究を推進するとともに，障害

者教育の研究に関する全国共同利用型の中核機関を目指し，必要な取組を行う。」

の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画２－２－２－１「研究実施体制等に関する具体的方策 
総合的な聴覚・視覚情報保障の研究開発及び普及のため，聴覚障害系と視覚障

害系が独自性を保ちつつ，必要に応じて一体的な取組のできる体制と環境を整

備するとともに，障害者高等教育研究支援センターを全国共同利用型の研究施

設としての環境整備を進めるなどにより，研究実施体制を充実する。」に係る状

況 
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平成 22 年度からの平成 26年度の５年間は障害者高等教育拠点，「聴覚・視覚障害

学生のイコールアクセスを保障する教育支援ハブの構築」を研究テーマとして，ろ

う者学，英語教育コンテンツ，スポーツ教育コンテンツ開発を行うとともに，視覚

障害，聴覚障害学生を受け入れている高等教育機関の教職員を対象に情報保障，指

導法，障害補償支援機器に関する FD・SD研修会を本学と都内にて行った（資料 45）。

平成 27 年度からは新たに５年間の認定をうけて，「教育アクセシビリティの向上を

目指すリソース・シェアリング」をテーマとして教育関係共同利用拠点，障害者高

等教育拠点の任を担っている。 

当拠点事業に加えて，視覚障害研究部門と聴覚障害研究部門が一体化して，平成

27 年度より科学研究費補助金「盲ろう学生のための e-Learning システムの開発」

にて高等教育機関に在籍する盲ろう学生の学修環境を構築する研究を進めている。 

 

資料 45 教育関係共同利用拠点「障害者高等教育拠点」として実施した FD/SD 研修会およ

び各種講習会の開催，講師派遣の実施状況 

日時 研修会名称 
参加人

数 

平
成
２
３
年
度 

障害学生のエンパワメント指導とニーズについて 16名 

第 5回視覚障害学生支援ワークショップ 31名 

第 1回筑波障害学生支援研究会 34名 

「障害者高等教育拠点」事業説明会 20名 

視覚障害者・学生の体育・スポーツ講習会 41名 

平
成
２
４
年
度 

障害学生支援交流会 第 1回研修会 38名 

「語学・ろう者学・体育へのアクセスを考える」 30名 

第 2回筑波障害学生支援研究会 184名 

パソコンノートテイク講習会（全 2件） 
延べ 35

名 

視覚障害者・学生の体育・スポーツ講習会（全 5件） 
延べ 229

名 

平
成
２
５
年
度 

「聴覚・視覚障害学生の修学環境向上のために」 72名 

第 3回筑波障害学生支援研究会 148名 

障害学生支援交流会 第 2回研修会 18名 

パソコンノートテイク講習会への講師派遣（全 2件） 
延べ 30

名 

視覚障害者・学生の体育・スポーツ講習会（全 10件） 
延べ 374

名 
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平
成
２
６
年
度 

障害学生支援交流会 第 3回研修会 53名 

「語学教育のイコールアクセスを考えるシンポジウム 

48名 

～聴覚障害学生の語学授業をめぐって～」 

第 4回筑波障害学生支援研究会 160名 

「合理的配慮の実施に向けた拠点事業の機能と役割」 48名 

パソコンノートテイク講習会への講師派遣（全 7件） 
延べ 110

名 

視覚障害者・学生の体育・スポーツ講習会（全 7件） 
延べ 193

名 

平
成
２
７
年
度 

「障害学生の入学後の支援，ゴールを見据えて」 66名 

第 5回筑波障害学生支援研究会 136名 

「語学教育のイコールアクセスを考える」研修会 38名 

「障害のある学生に対する教育支援のあり方～視覚障害学生への合理的

配慮の提供を例に～」 
19名 

パソコンノートテイク講習会への講師派遣（全 15件） 
延べ 180

名 

聴覚および視覚障害者・学生の体育・スポーツ講習会（全 8件） 
延べ 321

名 

 
（実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 

   （判断理由） 
・平成 22 年度から教育関係共同利用拠点，障害者高等教育拠点として，教育コン

テンツ開発，高等教育機関の教職員を対象に情報保障，指導法，障害補償支援機

器に関する FD・SD 研修会を実施し，障害者教育に関する研究活動を行ってい

る。 
 

○小項目３「教員の個人評価を行い，結果を研究費の配分や人事制度に反映させる。」

の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画２－２－３－１「研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具

体的方策 
教員の個人評価を実施し，その評価結果をもとにして研究の内容・方針・体制

の見直しを行うとともに，その評価結果を研究費配分，給与面に活用する。」に

係る状況 
 

部局ごとの研究業績，活動業績を毎年集計し，学内グループウェアに掲載し

ている。教員の個人評価は隔年で実施し，大学全体及び職位別傾向を取りまと
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め，結果を学内外に公表している（別添資料５）。また，平成 26 年度より主要

評価項目を設定し，科研費申請状況等の客観的データにより教員の勤務成績を

評価し，その結果を賞与に反映させている。 

 

   （実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 
   （判断理由） 

・教員の自己評価を実施し，自らの研究活動等を客観的に見直しすることができ

る環境を整備している。 
・主要評価項目を導入し，評価結果を賞与に反映させている。 

 
②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点)１．大学としての重点研究プロジェクトを設定し，外部資金等の獲得状

況を基に，学内研究資金の配分を行なっている。（計画２－２－１－

１） 
        ２．スペースチャージを導入することで，施設を有効に活用している。（計

画２－２－１－１） 
   (改善を要する点)該当なし 

   (特色ある点)１．平成 22 年度から教育関係共同利用拠点，障害者高等教育拠点とし

て，教育コンテンツ開発，高等教育機関の教職員を対象に情報保障，

指導法，障害補償支援機器に関する FD・SD 研修会を実施し，障

害者教育に関する研究活動を行っている。（計画２－２－２－１） 
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３ 社会連携・社会貢献，国際化に関する目標(大項目) 
 
(１)中項目１「社会との連携や社会貢献に関する目標」の達成状況分析 

 
  ①小項目の分析 

○小項目１「他大学や特別支援学校等，障害者関係組織及び地域社会と連携し，聴覚・

視覚障害者に係る教育支援を行うとともに，障害補償に関する機器や学修資料等の

研究開発を促進し，その成果を公表することにより教育支援に役立てる。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画３－１－１－１「地域社会との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策 
聴覚・視覚障害者に係る教育機器，障害補償システム及び学修資料等の研究開

発を学外の関係組織や団体と連携・協力して行う。その成果を公開するととも

に，情報アクセスを支援する人材（点訳者・音訳者及び手話通訳者等）の育成

と技能の向上を図るために公開講座や研修会等を実施する。 
また，機関リポジトリの整備と研究成果の蓄積等により，地域住民，聴覚・視

覚障害関係者に対する図書や障害関係資料の利用促進を図る。蓄積された研究

成果を「つくばサイエンスリポジトリ」に提供することにより，筑波研究学園

都市の特性に特化したコンテンツの蓄積・公開事業に貢献する。」に係る状況 
 

  平成 23 年度から東京都と連携し，特別支援学校（聴覚障害）への ICTを活用

した教育に関する取組みを進めている。平成 22 年度～平成 25 年度には茨城県

聴覚障害者協会が主催する茨城県手話通訳養成講座に対して会場の提供や講師

派遣等の支援を行った。平成 26年度には本学主催の公開講座で手話講座等を実

施するなど，地域における情報保障者の育成を進めた（入力データ集 8-1 公開

講座）（別添資料８）。 

  平成 23 年度から文部科学省特別経費により「高度な専門職業人を目指す視覚

障害者のための学習資料アクセス円滑化支援事業」にて点字・DAISY の学習資

料の制作や情報アクセスを支援する人材の養成を行っている（資料 46，47）。 

本学教職員が，つくば市が市職員向けに実施している「つくば市ユニバーサ

ルデザイン（UD）研修会」の講師を担当し，聴覚障害者，視覚障害者，その他

多様なニーズへの対応方法についての研修を実施している（別添資料９）。 

本学の教育及び支援に関する研究成果をテクノレポートに掲載し，機関リポ

ジトリ事業を通し，平成 24年度から「つくばサイエンスリポジトリ」に提供す

ることで筑波研究学園都市の特性に特化したコンテンツの蓄積・公開事業に貢

献した（資料 23，40）。 
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資料 46 高度な専門職業人を目指す視覚障害者のための学習資料アクセス円滑化支援事業 

 

資料 47 点訳・音訳人材養成研修会の開催数および参加者数 

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

研修会開催数 ２回 ２回 ３回 ２回 １回 

のべ参加者数 86名 96名 125名 91名 16名 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・東京都教育庁，茨城県聴覚障害者協会等に協力し，ICTを活用した教育，地域に

おける情報保障者の育成等に努めている。 

・全国の視覚障害者向けの点字・DAISYの学習資料の制作を行い，社会貢献をして

いる。 
・つくば市と連携し，市職員向けの「つくば市 UD 研修会」の実施・運営への協

力している。 
 

計画３－１－１－２「産学官連携の推進に関する具体的方策 
関係機関と連携して産学交流会やシンポジウムを開催し，新技術の開発，特許

取得，製品化及び障害者支援技術の普及を積極的に進める。」に係る状況 
 

平成 23 年度に，本学と一般財団法人国立大学協会との共催による国立大学

職員を受講対象とした「平成 23 年度関東甲信越地区及び東京地区実践セミナ

ー（産学連携の部）」を開催した。また，平成 24 年度に，産学連携セミナー「聴

覚障害者の就労に関するシンポジウム」を開催した。 
企業と連携し，情報保障をワンセグとして放送するシステムを開発し，平成

23 年度に「エリアワンセグによる聴覚障害者向けの情報保障サービス」が総務

省「ホワイトスペース特区」に選定され，その後エリア放送として放送免許を

取得した（資料 48）。 
遠隔情報保障システムの研究成果をもとに茨城県議会茨城県議会放送の実施

協力を行い，情報保障つきの県議会中継映像がインターネット上で公開された。 
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本学で開発した Web ベースの文字通訳システムや遠隔文字通訳システムを

企業や情報保障団体（聴覚障害者を支援する外部団体）に提供し，学会やイン

ターネットラジオ，大学等での情報保障に利用されている。 

（株）電通国際情報サービスと連携し，遠隔地からリアルタイムで入力した

文字列を，見たい対象物に視線を移動しながら説明音声が文字化され，見るこ

とができる「シースルーメガネ型リアルタイム字幕提示システム」を開発した

（資料 49）。 

  視覚障害系では，平成 27年度に日本盲人会連合と連携して視覚障害者向けス

マートホン講習会を実施し，視覚障害者向け支援技術の普及を進めた。 
 
資料 48 エリア・ワンセグによる情報保障 
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資料 49 シースルーメガネ型ディスプレイリアルタイム字幕提示システム概要 

 
   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・企業と連携し，「エリアワンセグによる聴覚障害者向けの情報保障サービス」が，

総務省「ホワイトスペース特区」に選定された。 
・遠隔情報保障システム（手話通訳，文字通訳）の成果の普及を積極的に進め，

企業・情報保障団体などにより，様々なところで実際に利用されている。 
 

計画３－１－１－３「教育機関等との連携・支援に関する具体的方策 
教材や教育支援システムの開発等を通して，聴覚・視覚障害者の教育方法の改

善に資するとともに，ニーズに応じた情報提供，教育相談などを進める。 
また，開発した支援機器や学修資料を提供するなどの支援を行い，聴覚・視覚

障害者の社会参加に貢献するとともに，両障害者支援に関する技術や情報を全

国の特別支援学校等の教育機関に広く提供し，支援の拡大・普及により連携を

深める。」に係る状況 
 

障害者高等教育研究支援センターは，全国 23 大学･機関と連携し，障害者支

援に関するノウハウを求める大学に対して，合計 54 点 37,000 部の支援教材を

提供した（別添資料 10）。「一歩進んだ聴覚障害学生支援」（平成 22年度／2000

部）」，「DVD 踏みだそう！社会への『道』」（平成 23 年度／4800 部），「やってみ

よう！連係入力」（平成 23年度／4000部）等は，他大学と連携して開発した教

材である。 

視覚障害系では，平成 26年度に「鍼灸・医学用語の点訳音訳辞書システム・

Web版」のアクセシビリティの改善と辞書コンテンツの改良（日本点字委員会の

新基準への対応と約１万語の増語）を行った。また，点訳ソフト「点字編集シ

ステム」用の組み込みソフトを学内外へ無償で提供することを目的に開発した。
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その他，テキスト DAISY 図書作成マニュアルを点訳者や音訳者向けに制作した

（資料 50）。 

 

資料 50 点訳者や音訳者向けに制作したテキスト DAISY図書作成マニュアル 

平成 22年度 
エーデルブックをつくろう！-DVD版- 

DVD 視覚障害学生の入学が決まったら 

平成 25年度 

視覚障害者を支援する方のための インターネット操作ガイドブッ

ク 

音声ガイド付 DVD 視覚障害学生の入学が決まったら 

Web版 鍼灸・医学用語の点訳音訳辞書システム 

 （http://www.ntut-braille-net.org/jishoN/jishoN.php） 

平成 26年度 
英語点訳ガイド【改訂版 2015】（冊子版・PDF版・点字版） 

点字編集システム 6用 NABCCコピーアドオン 

平成 27年度 
数学&情報処理点訳ガイド（冊子版・PDF版・点字版） 

点訳者のためのデキストデイジー製作マニュアル（PDF版） 

 

   （実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・全国の大学･機関と連携し，聴覚障害学生支援関連教材を開発するとともに，支

援に関するノウハウを求める全国の大学に対して支援教材を提供している。 
・「鍼灸・医学用語の点訳音訳辞書システム・Web 版」の改良，「点字編集システ

ム」用組み込みソフトの開発等を行い，支援の拡大・普及を行っている。 
 

計画３－１－１－４「他大学等との連携・支援に関する具体的方策 
聴覚･視覚障害学生支援にかかわる全国規模の大学間ネットワークを充実させ，

他大学等で学ぶ聴覚・視覚障害学生並びに学会等に参加・発表する聴覚・視覚

障害者への支援を行い，両障害者の社会進出に貢献する。」に係る状況【★】 
 

日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（以下 PEPNet-Japan）（資料 51）

を運営し，支援ノウハウの集積と情報発信を行った（連携大学・機関：23校／ML

登録者約 740 名）（資料 52）。各種コンサルティングや相談支援（年間 300～400

件）の他，支援関連コンテンツの作成（38点／延べ３万部弱発行），各種研修会

の開催（50回／参加者延べ 3,675名），地域ネットワークの形成支援（北海道，

東北，東海，近畿，沖縄），遠隔情報保障支援ネットワークの構築（11大学）を

行った。また，東日本大震災発生時には，被災大学に対して，モバイル型遠隔情

報保障システムを用いて，年間 353コマの授業の情報保障支援を行った（延べ 858

名の支援学生が参加）。PEPNet-Japan の活動は，内閣府が実施している平成 25

年度「バリアフリー・ユニバーサルデザイン功労者表彰」において「内閣総理大

臣表彰」を受賞した（資料 53）。 

視覚障害者用の情報保障機器の利用方法や関係書籍情報と併せて他大学に貸与

しているほか，視覚障害学生を受け入れている大学関係者等が参加しているメー

リングリスト「VISS-net」を活用し，授業，教材作成，支援機器，就職などの各

種相談・情報交換を行っている。平成 23年度には，全国の大学教職員を対象とし

た障害学生支援のセミナー（視覚障害学生支援ワークショップ」「障害学生サポー

トフォーラム」）を開催し，22大学から 31名が参加した（資料 45）。 
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資料 51 PEPNet-Japanホームページ 

 

 

 

資料 52 PEPNet-JAPAN連携状況（出典：PEPNet-Japanホームページ） 

 
 

資料 53 PEPNet-Japanが内閣総理大臣表彰を受賞 

 
（実施状況の判定）実施状況が良好である 

   （判断理由） 
・PEPNet-Japan は，各種コンサルティングや相談支援を行い，平成 25年度「バリ

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/ce/xoops/ 
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アフリー・ユニバーサルデザイン功労者表彰：内閣総理大臣表彰」を受賞し，社

会的にも大変注目されている。 

・視覚障害者用の情報保障機器や関係書籍の情報提供や他大学への貸与を行い，

メーリングリスト「VISS-net」を活用し，各種相談・情報交換を行っている。 
 

②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点)１．教育関係共同利用拠点（障害者高等教育拠点）として，日本聴覚障

害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan），学生支援ネッ

トワーク（VISS-Net）を充実させ，他大学等で学ぶ聴覚・視覚障害

学生の支援を行い，大学の目的に沿った社会貢献を推進している。

（計画３－１－１－４） 
        ２．「エリアワンセグによる聴覚障害者向けの情報保障サービス」が，総

務省「ホワイトスペース特区」に選定され，情報保障をワンセグと

して放送するシステムを開発している。（計画３－１－１－２） 
   (改善を要する点)該当なし 

   (特色ある点)１．つくば市，茨城県，東京都等地域の自治体・団体と連携し，聴覚・

視覚障害者の情報保障に関する研修，人材育成に取り組んでいる

（計画３－１－１－１） 

 

(２)中項目２「国際化に関する目標」の達成状況分析 
 

①小項目の分析 
○小項目１「聴覚・視覚障害者の教育とその研究に関して，諸外国の教育機関や障害

者関連組織との連携及び海外の学生・研究者との交流を促進することにより，国際

交流・国際貢献を推進し，その中核としての役割を果たす。」の分析 
 

   関連する中期計画の分析 
 

計画３－２－１－１「留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関

する具体的方策  
国際交流協定締結大学等を中心に教職員及び学生の交流等により，障害者教育

に係る大学等との国際交流を推進する。また，聴覚・視覚障害留学生の受入れ

を促進するとともに，手話，点字を含めた日本語等の習得支援並びに学修支援

体制の整備の一環として，留学生のプレ教育のための全国共同利用型の施設の

設置を目指す。」に係る状況 
 

本学は，６カ国 16 大学と国際交流協定を締結している(入力データ集：7-5 協

定校等交流状況)（資料 54）。このうち３大学については，中期計画期間中に新

たに締結したものである。 

短期留学事業として，欧州，米国，韓国，ロシア，中国等における協定校（11

校）に，６年間で学生延べ 83 名，教職員延べ 96 名を各 10 日程度の日程で派

遣した（資料 55）。授業・実習参加や派遣先大学の学生とのディスカッション

等を実施し，専門知識の深化や，国際感覚・コミュニケーション能力を向上さ

せている。派遣教職員は，現地研究者や学生に対するワークショップや研究プ

レゼンテーション等を実施して研究力向上に役立てている。(入力データ集：7-3 

学生海外派遣)。 

平成 24 年に日本財団の聴覚障害者海外奨学金事業で渡米，平成 27 年にダス

キン障害者リーダー育成海外研修派遣事業でマサチューセッツ大学ボストン校に留

学，平成 27 年度カナダに留学など，長期の留学も推奨した。また，留学希望者に対

する学生に対する留学準備講座，補習による個人指導，アメリカ手話準備教育，英
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語資格試験の受験準備教育等を実施した。 

平成 23 年度より海外協定校からの国際教育短期受入プログラムを実施し，手

話・点字を含めた日本語習得等の支援など受入れ体制を整備した。韓国のナザ

レ大学や中国の長春大学等から５年間で計 17名の学生を受入れ，成果報告会を

実施している。平成 24 年度に本プログラムを修了した学生が，平成 26 年度に

大学院生として入学し，修了後，日本の企業に就職した。 

 

資料 54 大学間交流協定締結校・機関 
国名 大学・機関名 締結年月日 

アメリカ合衆国 
ロチェスター工科大学・国立聾工科大学 
The National Technical Institute for the 
Deaf, Rochester Institute of Technology 

平成 4 年 10 月 16 日

(1992) 

アメリカ合衆国 ニューヨーク州立大学バッファロー校 
State University of New York at Buffalo 

平成 11 年 3 月 12 日

(1999) 

オーストリア共

和国 

ヨハネス ケプラー大学（リンツ）・統合教育

学習支援センター 
Johannes Kepler University of Linz, 
Institute Integriert Studieren 

平成 13 年 6 月 21 日

(2001) 

大韓民国 国立韓国福祉大学 
Korea National College of Welfare 

平成 15 年 3 月 26 日

(2003) 

中華人民共和国 
天津理工大学・聾工学院 
Tianjin University of Technology for the 
Deaf 

平成 15 年 12 月 1 日

(2003) 

中華人民共和国 
北京連合大学・特殊教育学院 
Special Education College of Beijing Union 
University 

平成 16 年 9 月 1 日

(2004) 

中華人民共和国 
長春大学・特殊教育学院 
Special Education College of Changchun 
University 

平成 16 年 9 月 1 日

(2004) 

大韓民国 韓国ナザレ大学 
Korea Nazarene University 

平成 17 年 11 月 10 日

(2005) 

アメリカ合衆国 ギャローデット大学 
Gallaudet University 

平成 19 年 11 月 2 日

(2007) 

大韓民国 
韓国国立特殊教育院(KNISE) 
Korea National Institute for Special 
Education 

平成 19 年 12 月 4 日

(2007) 

中華人民共和国 中州大学 
Zhonghou University 

平成 20 年 8 月 25 日

(2008) 

ロシア連邦 
バウマンモスクワ工科大学 
Bauman Moscow State Technical University 
(BMSTU) 

平成 20 年 9 月 19 日

(2008) 

大韓民国 韓国障害者雇用公団(KEAD) 
Korea Employment Agency for the Disabled 

平成 21 年 6 月 8 日

(2009) 

アメリカ合衆国 アイオワ大学 
The University of Iowa 

平成 25 年 3 月 25 日

(2013) 

アメリカ合衆国 マサチューセッツ大学ボストン校 
The University of Massachusetts Boston 

平成 26 年 9 月 8 日

(2014) 

タイ王国 マヒドル大学ラチャスダカレッジ 
Ratchasuda College, Mahidol University 

平成 27 年 2 月 12 日

(2015) 
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資料 55 短期留学参加学生数推移 
年度 教職員派遣数 学生派遣数 

22 12 11 

23 21 13 

24 13 16 

25 23 23 

26 16 17 

27 11 13 

 
（実施状況の判定）実施状況が良好である 

   （判断理由） 
・短期留学事業として，国際交流協定締結校に学生，教職員を派遣し，グローバ

ル化を推進した。 
・海外協定校からの短期留学等受入れ体制を整備し，5 年間で計 17 名の学生を受

入れた。その参加者が大学院に入学するなど，留学生の受け入れを促進した。 
 
計画３－２－１－２「教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策 

国際的にも聴覚・視覚障害者教育支援活動における中核的役割を果たすために，

国際交流協定締結大学等との間で国際会議・研究会を開催するとともに，機関

リポジトリやインターネット等を活用し，障害者教育支援の範囲を海外に拡大

する。 
また，アジア域内及び国内の関係団体と連携・協力の下に，アジアにおける視

覚障害者の職業自立のために，マッサージ教育及びマッサージ業の普及を図る

などの国際貢献を行うことにより，アジア地域の障害者高等教育機関，関係団

体との連携の強化，支援活動を充実する。」に係る状況 
 

国際交流委員会主催で平成 24 年度から国際交流協定締結大学等から講師を

招いて国際シンポジウムを開催しており（資料 56）（入力データ集 8-2 講演

会展示会 調査票），平成 27 年度にはテーマ「障害のある大学生の教育支援 ～
欧州における事例に学ぶ～」）を開催し，欧州における教育支援に関する取組み

をもとに，今後の展望について活発な意見交換を行った。 
平成 23 年度には，韓国ナザレ大学と本学をテレビ会議システムを用いて，演

習を含む遠隔講義を２回行った。平成 25 年度には，米国立聾工科大学（NTID）

と接続し，NTIDの講義を技大で同時に受講するという試みを行った。これらの

実施にあたり音声言語のみならず手話言語の違いも考慮する必要があり，数多

くの遠隔情報保障の経験が活用できた。 

アジアにおける連携の強化や支援活動として「アジア医療按摩指導者ネット

ワーク （AMIN）」（資料57）を構築し，平成22年，モンゴル国モンゴル盲人連

合協会の職業訓練センター（１年課程）開設に際し，カリキュラムや教科書・

指導書の助言･指導，教材の提供，人材育成等の支援を行った。平成27年，本学

教員２名がモンゴル社会福祉省優秀賞を受賞した。また，ミャンマーでもマッ

サージ師養成のための教育施設の設立と講習会の開催の支援を行い，30名以上

のマッサージ師の指導者が育った。 
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資料 56 国際シンポジウム開催状況 

年度 22 23 24 25 26 27 

テーマ ※大学院設

置記念国際

講演会 

視覚や聴覚

に障がいの

ある学生の

留学支援 

大学院教育

の充実－よ

り高度な障

害者高等教

育をめざし

て－ 

東アジアに

おける障害

者のための

高等教育の

変遷と未来

－国際連携

によるさら

なる発展を

目指して－ 

障害者の高

度な社会自

立のための

キャリア支

援－アメリ

カとロシア，

日本におけ

る就労支援

の取り組み

と展望－ 

障害のある

大学生の教

育支援 ～

欧州におけ

る事例に学

ぶ～ 

 
資料 57 アジア医療按摩指導者ネットワーク HP 
 
 

 
（実施状況の判定）実施状況が良好である 

   （判断理由） 
・国際交流協定締結大学等から講師を招いて毎年度国際シンポジウムを開催して

いる。 
・モンゴル政府より「アジア医療按摩指導者ネットワーク （AMIN）」の活動が評

価され，モンゴル社会福祉省優秀賞を本学教員２名が受賞している。 
   

②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点)１． 短期留学事業として，国際交流協定締結校に学生及び教職員を派遣

し，専門知識の深化や，国際感覚・コミュニケーション能力を向上

させている。（計画３－２－１－１） 
   (改善を要する点) 該当なし 

   (特色ある点)１．モンゴル政府より「アジア医療按摩指導者ネットワーク （AMIN）」

の活動が評価され，モンゴル社会福祉省優秀賞を本学教員２名が受

賞している。（計画３－２－１－２） 

 

(３)中項目３「保健科学部附属東西医学統合医療センターに関する目標」の
達成状況分析 

 
①小項目の分析 
○小項目１「東西医学統合医療機関として特徴ある診療・施術及び教育研究を通して，

地域医療の向上に貢献するとともに，効率的な経営を行う。」の分析 
 

関連する中期計画の分析 
 

計画３－３－１－１「良質な医療人養成の具体的方策 
学生個々の能力や障害の程度に応じたより質の高い臨床実習の在り方を検討し，

患者の立場に立った施術を行える医療人を養成する。鍼灸マッサージ師の卒後

教育についても，その在り方の検討を行うとともに，理学療法診療教育の場と

して整備を検討する。」に係る状況 
 

平成 23 年度にリハビリテーション室を開設し，外来リハビリテーション診療

を開始することで，理学療法学専攻学生の臨床教育環境を整備した。平成 26

http://www.e-amin.org/ 
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年度に視覚障害学生に配慮した設計の新棟（以下西棟）増設に着工し，平成 27
年度に開設した（資料 58）。これにより鍼灸学及び理学療法学専攻学生のため

の臨床実習がより充実したものとなり，良質な医療人を養成できる体制を整備

した。 
また，卒業生や他施設から研修生を受け入れ，卒後研修を行っている（資料

59，別添資料 11）。卒前・卒後臨床教育の実践のためには，医療センターの患

者数の維持が重要だが，鍼灸学専攻，理学療法学専攻における臨床教育を行う

上で十分な施術数と診療数を維持している（初年度と平成 27 年度の比較；鍼灸

施術数 101.2%，医師診療数 161.9%，リハ診療数 183.0%；資料 60）。 
 
資料 58 保健科学部附属東西医学統合医療センター西棟増設（出典：大学ホームページ） 

 
 
資料 59 卒後研修受け入れ件数 

年度 22 23 24 25 26 27 

前期 20 18 13 9 12 12 

後期 17 18 12 9 12 10 

 
資料 60 医療センター診療・施術状況 
  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

鍼灸施術数 9,205 8,595 8,314 8,414 8,800 9,321 

医師診療数 6,893 8,044 10,057 10,767 10,510 11,156 

リハ診療数 0 2,004 3,165 3,459 2,738 3,667 

 
（実施状況の判定）実施状況がおおむね良好である 

   （判断理由） 
・リハビリテーション室を開設し，リハビリテーション外来を開始し，理学療法

学専攻学生の臨床教育環境を整備している。また，卒業生や他施設から研修生を

受け入れ，卒後研修を行っている。 
   

計画３－３－１－２「医療サービスの向上や質の高い医療の提供に関する具体的方

策 
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東西医学統合医療による治療に対する患者ニーズに対応するため，医療システ

ムの効率化を図るとともに，東西医学に精通した医師・鍼灸師など医療者の配

置，医療者間の効率的な連携，リハビリテーションを主体とした理学療法診療

の整備等の改善点を検討し，必要かつ可能なことから実施する。また，地域の

需要に応え，健康等の啓発を図る。」に係る状況 
 

医療センターでは，効率的かつ高度な統合医療を実践するために，医療セン

ター運営委員会，スタッフ・ミーティング，及び医師，鍼灸師，理学療法士に

よる合同カンファレンスを継続して開催した。 その結果，医療センターの受診

患者数は順調に増加している（資料 60）。また，患者ニーズに対応するため，

患者の利用状況やサービスに関するアンケート調査を継続して行い，診療・施

術の質や患者サービスの向上に活用した。 
東西医学統合医療を実践するために漢方内科，整形外科，神経内科などの医

師，鍼灸師・あん摩マッサージ師，理学療法士などの専門的スタッフを配置し

ている。平成 27 年 10 月に西棟を増設し，リハビリテーション室，鍼灸施術・

あん摩マッサージ室が拡張し，効率的な連携を可能になった。また，社会的ニ

ーズの高いメンタルヘルスへの対応のため精神神経科，糖尿病科，循環器内科，

及び脳神経外科等を新規に開設することで，近年増加している患者のニーズに

対応している。 

平成 24 年度から医療センターが中心となり地域住民を対象とした公開講座

を開催し，実際に患者に対して施術している鍼灸治療，マッサージ等の手技療

法，ストレッチや筋肉強化等の運動療法を行うなど，広く健康等の啓発を行っ

た（入力データ集：8-1 公開講座）。 
 

（実施状況の判定）実施状況が良好である 
   （判断理由） 

・有用かつ効率的な医療システムを充実化させるとともに，循環器内科，脳神経

外科等を開設し，近年増加している患者にも対応できる環境を整えている。 

・精神神経科を開設し，近年社会問題となっているメンタルヘルスにも対応でき

る体制を整えている。 

 

計画３－３－１－３「東西医学を統合した研究と診療，施術に関する具体的方策 
東西医学統合医療機関として特徴的な診療を行うことにより地域医療に貢献す

るとともに，東西両医学の視点に立った診断治療施術に関する研究を推進する。」

に係る状況 
 

医師，鍼灸・あん摩マッサージ指圧師，理学療法士が交流をもちながら東西

医学統合医療を実践する体制を構築し，地域医療に貢献している。鍼灸・あん

まマッサージ指圧などの臨床研究を通して，エビデンスを提供し，日本の東西

医学統合医療研究をリードしている。 
つくば市保健予防事業における協力医療機関として，高齢者インフルエンザ

予防接種に加え，高齢者肺炎球菌予防接種を継続し，平成 26 年 10 月からは，

つくば市だけでなく広域協力機関となり地域医療に貢献している（資料 61）。 
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資料 61 予防接種・健診協力医療機関一覧（出典：つくば市 平成 28 年度 成人・母子・

予防接種予定表） 

 
 
（実施状況の判定）実施状況が良好である 

   （判断理由） 
・医師，鍼灸・あんまマッサージ指圧師，理学療法士が交流をもちながら東西医

学統合医療を実践する体制を構築し，地域医療に貢献している。 
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②優れた点及び改善を要する点等 

   (優れた点)１．リハビリテーション科を開設し，理学療法を加えた東西医学統合医

療を実践し，有用かつ効率的な医療システムを充実化させるととも

に，循環器内科を開設し，近年増加している心疾患患者にも対応で

きる環境を整えている。（計画３－３－１－２） 
２．精神神経科を開設し，東西医学を用いて近年社会問題となっている

メンタルヘルスにも対応できる体制を整えている。（計画３－３－１－

２） 
   (改善を要する点)該当なし 

   (特色ある点)該当なし 
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